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(57)【要約】
【課題】ＥＬの膜厚が薄いことにより陽極－陰極間がシ
ョートしたり、トランジスタ不良
が起きたりする。
【解決手段】電極及び電界発光層を有する発光素子と、
前記発光素子の電極に電気的に接
続された配線と、ソース、ドレイン、及びチャネル形成
領域を含む活性層を有するトラン
ジスタと、前記トランジスタのソースまたはドレインの
一方に電気的に接続された電源線
とを有し、前記配線は、前記トランジスタのソースまた
はドレインの他方に電気的に接続
され、前記電極と前記配線とが電気的に接続される領域
の近傍に、前記電極と前記配線と
が電気的に接続される領域に比較して前記電極の幅が細
い領域を有することを特徴とする
。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極及び電界発光層を有する発光素子と、
　前記発光素子の電極に電気的に接続された配線と、
　ソース、ドレイン、及びチャネル形成領域を含む活性層を有するトランジスタと、
　前記トランジスタのソースまたはドレインの一方に電気的に接続された電源線とを有し
、
　前記配線は、前記トランジスタのソースまたはドレインの他方に電気的に接続され、
　前記電極と前記配線とが電気的に接続される領域の近傍に、前記電極と前記配線とが電
気的に接続される領域に比較して前記電極の幅が細い領域を有することを特徴とする表示
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自発光素子を有する表示装置における欠陥画素の修正方法に関する。特に、
ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）素子を有するアクティブマトリクス
型の表示装置における欠陥画素の修正方法に関する。また、欠陥画素が形成された場合に
簡便に修正対応することができる構造を有する表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＥＬ素子を代表とする発光素子を含む発光装置の開発が進められ、自発光型ゆえ
の高画質、広視野角、薄型、軽量等の利点を活かして、幅広い利用が期待されている。こ
のような自発光型の表示装置に用いられる発光素子としては、有機発光ダイオード（「Ｏ
ＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）」、「有機ＥＬ
素子」などとも言う）、エレクトロルミネッセンス（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃ
ｅｎｃｅ：ＥＬ）素子などが注目を集めており、ＥＬディスプレイなどに用いられるよう
になってきている。ＯＬＥＤなどの発光素子は自発光型であるため、液晶ディスプレイに
比べて画素の視認性が高く、バックライトが不要で応答速度が速い等の利点がある。また
、発光素子の輝度は、当該発光素子を流れる電流値によって制御される。
【０００３】
　ＥＬ素子は、陰極と陽極との間に電界発光層（有機化合物を含む層）を有している。電
界発光層（有機化合物を含む層）は、単数の層（発光層のみ）で構成しても良いし、複数
の層を積層させて構成しても良い。複数の層で構成する場合、半導体素子側（画素電極側
）から見て、（１）陽極、ホール（正孔）注入層、ホール輸送層、発光層、電子輸送層、
陰極、（２）陽極、ホール注入層、発光層、電子輸送層、陰極、（３）陽極、ホール注入
層、ホール輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層、陰極、（４）陽極、ホール注入層
、ホール輸送層、発光層、ホールブロッキング層、電子輸送層、陰極、（５）陽極、ホー
ル注入層、ホール輸送層、発光層、ホールブロッキング層、電子輸送層、電子注入層、陰
極、等の素子構造とすればよい。これは、所謂順積みと呼ばれる構造で、画素電極は、陽
極として機能する。一方、半導体素子側（画素電極側）から見て、陰極が先に来る場合に
は、逆積みと呼ばれ、画素電極は陰極として機能する。
【０００４】
　また、電界発光層に求められる性質としては、発光すること、電流を流すことの２点が
挙げられる。電流は、膜厚の３乗に反比例して流れなくなる特性を示すため、電界発光層
の膜厚は非常に薄いことが要求される（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開第０４／０４３９３７号パンフレット
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、電界発光層の膜厚を極端に薄くすると、以下の問題が発生する。すなわ
ち、電界発光層の膜厚が薄いことにより、陽極－陰極間が非常にショートしやすくなる（
以下、本明細書において、「両極間ショート」と呼ぶ。）。また、その他に、電極の多層
の凹凸が原因の場合もあるし、小さなゴミが原因の場合もある。また、ＥＬ素子に接続さ
れたトランジスタの動作不良により、本来ＥＬ素子に電荷を供給しない期間においてもＥ
Ｌ素子に電荷を供給していまいＥＬ素子が発光してしまうことがある。また、その逆に、
ＥＬ素子に接続されたトランジスタの動作不良により、ＥＬ素子に電荷を供給することが
できず、常にＥＬ素子が発光しなくなってしまうこともある。このように、ＥＬ素子の電
界発光層に過剰の電流が流れてしまったり、本来光るべきではないところでＥＬ素子が光
ってしまうことがあり、表示装置の品位を著しく損なっている。なお、本明細書において
は、発光素子が設けられている複数の画素のうち、発光素子の両極間ショート、配線間の
ショート、発光素子の電極と配線間のショート、または発光素子に接続されたトランジス
タの動作不良により、常に発光または非発光の状態となっていたり、発光素子を正常に制
御することができないような状態の画素を欠陥画素と呼ぶ。
【０００７】
　また、欠陥画素があると、ショートにより電圧降下して各画素に電位を与えるべく接続
されている電源線から他の画素に十分な電位を与えることが困難になることがある。すな
わち、常時発光素子があると、その画素だけでなく他の画素の発光素子にも影響を及ぼす
ことになる。
【０００８】
　ここで、昨今表示装置の市場を賑わしている液晶表示装置の場合について考える。液晶
表示装置の場合、液晶素子は、キャパシタとして動作し、電圧を加えると、その電圧をそ
のまま保持し、加えられた電圧によって生じる電界によって、液晶分子が制御される。つ
まり、液晶素子に電流が流れ続けることはない。したがって、仮に、ある画素の画素電極
が別の配線とショートしたとしても、電流が流れ続けるわけではないので、別の画素に影
響を与えてしまうことはない。
【０００９】
　また、液晶素子の場合、電流が流れ続けるわけではないので、消費電力が大きくなって
しまうこともない。また、通常、１画素に１つのトランジスタが配置されているだけであ
るため、修復の対象は、１つのトランジスタと１つの画素電極のみを考えればよい。
【００１０】
　一方、ＥＬ素子は、電流駆動型のデバイスであり、発光している間、電源線から電流が
流れ続ける。このような性質を有するＥＬ素子が設けられた画素に欠陥が生じると、他の
正常な画素にまで悪影響を与えたり、消費電力が多くなってしまったりする。また、画素
には最低２つのトランジスタが配置されており、信号を保持する部分や電流量を制御する
部分など複雑な回路構成をしているため、どの部分をどのようにすればよいかは自明では
ない。
【００１１】
　このような問題は、電源線を必要としたり、電流が流れ続けたりするという、エレクト
ロルミネッセンス表示装置に特有の問題であって、液晶表示装置にはない問題である。
【００１２】
　本発明は、発光素子の両極間ショート、配線間のショート、発光素子の電極と配線間の
ショート、または発光素子に接続されたトランジスタの動作不良などにより、欠陥画素、
特に常時発光していたり、正常に制御することができず発光素子が発光してしまうような
状態の画素における欠陥を修正し、画像の品位が損なわれることのない表示装置を提供す
ることを目的とする。また、欠陥画素が形成された場合に容易に修正することができる構
造を有する表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
　欠陥画素、特に常時発光していたり、正常に制御することができず発光素子が発光して
しまうような状態の画素において、前記発光素子の一方の電極に、電位が常に与えられな
いようにする。例えば、発光素子の一方の電極をフローティング状態となるようにする。
【００１４】
　本明細書で開示する発明の構成は、発光素子の一方の電極に電位を与える配線（電源線
）と前記発光素子の一方の電極との間において、少なくとも１箇所配線をカット（切断）
することを特徴とする。つまり、物理的に配線の接続を切断し、電流が流れなくなるよう
にする。
【００１５】
　また、上記発明の構成において、レーザー光を照射することにより、配線をカットする
ことを特徴とする。その結果、電源線から発光素子を通って電流が流れる経路を遮断する
ことができるため、発光素子が発光すること（輝点の発生）を防止することができる。
【００１６】
　また、本明細書で開示する別の発明の構成は、発光素子と、当該発光素子に電位を与え
る電源線との間において、前記発光素子に接続されたトランジスタが常時オフになるよう
にする。例えば、ノーマリーオフのトランジスタ（エンハンスメント型のトランジスタ）
において、ゲートとソースが同電位になるようにする。つまり、電気的に配線の接続を切
断し、表示期間中にはＥＬ素子に電流が流れなくなるようにする。
【００１７】
　また、本明細書で開示する別の発明の構成は、発光素子と、当該発光素子に電位を与え
る電源線との間に設けられた配線において、前記配線の一部の幅が狭くなっていることを
特徴とする。なお、本明細書において、「配線の幅」と単に記載するとき、当該配線を流
れる電流の向きに対して垂直の方向をさすものとする。また、本明細書において「電源線
の幅」または「電極の幅」と記載するときも同様に、電源線（または電極）を流れる電流
の向きに対して垂直の方向をさすものとする。
【００１８】
　また、上記発明の構成において、前記狭くなっている配線の一部の幅は、３μｍ以下で
あることを特徴とする。
【００１９】
　また、本明細書で開示する別の発明の構成は、
　電極及び電界発光層を有する発光素子が設けられた画素を複数有し、前記複数の画素の
うち少なくとも一つ以上の画素が欠陥画素である表示装置の欠陥修正方法であって、
　前記欠陥画素に設けられた発光素子の電極に接続された配線を切断することを特徴とす
る。
【００２０】
　また、本明細書で開示する別の発明の構成は、
　電極及び電界発光層を有する発光素子と、トランジスタとが設けられた画素を複数有し
、前記複数の画素のうち少なくとも一つ以上の画素が欠陥画素である表示装置の欠陥修正
方法であって、
　前記トランジスタのソースまたはドレインのいずれか一方と前記発光素子の電極とが配
線を介して接続されており、
　前記欠陥画素に設けられた発光素子の電極に接続された配線を切断することを特徴とす
る。
【００２１】
　また、本明細書で開示する別の発明の構成は、
　電極及び電界発光層を有する発光素子と、トランジスタとが設けられた画素を複数有し
、前記複数の画素のうち少なくとも一つ以上の画素が欠陥画素である表示装置の欠陥修正
方法であって、
　前記欠陥画素に設けられたトランジスタを常時オフにすることを特徴とする。
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【００２２】
　また、本明細書で開示する別の発明の構成は、
　電極及び電界発光層を有する発光素子と、Ｐチャネル型のトランジスタとが設けられた
画素を複数有し、前記複数の画素のうち少なくとも一つ以上の画素が欠陥画素である表示
装置の欠陥修正方法であって、
　前記トランジスタにおいて、ソースまたはドレインのいずれか一方が電源線と接続され
、他方が配線を介して前記発光素子の電極と接続され、ゲートが前記電源線よりも高い電
位を有する配線と接続されていることを特徴とする。
【００２３】
　　また、上記発明の構成において、前記欠陥画素に設けられた発光素子の電極に接続さ
れた配線をレーザー照射により切断することを特徴とする。また、上記発明の構成におい
て、前記トランジスタにより発光素子を駆動することを特徴とする。
【００２４】
　また、本明細書で開示する別の発明の構成は、
　電極及び電界発光層を有する発光素子と、
　前記発光素子の電極に電気的に接続された配線と、
　ソース、ドレイン、及びチャネル形成領域を含む活性層を有するトランジスタと、
　前記トランジスタのソースまたはドレインの一方に電気的に接続された電源線とを有し
、
　前記配線は、前記トランジスタのソースまたはドレインの他方に電気的に接続され、
　前記電極と前記配線とが電気的に接続される領域の近傍に、前記電極と前記配線とが電
気的に接続される領域に比較して前記電極の幅が細い領域を有することを特徴とする。
【００２５】
　また、上記発明の構成において、前記電極の幅が細い領域の幅は３μｍ以下であること
を特徴とする。また、前記電極の幅が細い領域は、当該電極において最も幅が細いことを
特徴とする。また、前記電極の幅が細い領域の幅は、それ以外の領域の幅に比較して半分
以下であることを特徴とする。また、前記電極の幅が細い領域の幅は、信号線駆動回路及
び走査線駆動回路に用いられている配線のうち、最も細い幅を有する配線の幅よりも細い
狭いことを特徴とする。
【００２６】
　また、本明細書で開示する別の発明の構成は、
　電極及び電界発光層を有する発光素子と、
　前記発光素子の電極に電気的に接続された配線と、
　ソース、ドレイン、及びチャネル形成領域を含む活性層を有するトランジスタと、
　前記トランジスタのソースまたはドレインの一方に電気的に接続された電源線とを有し
、
　前記配線は、前記トランジスタのソースまたはドレインの他方に電気的に接続され、
　前記電極と前記配線とが電気的に接続される領域と、前記配線と前記トランジスタのソ
ースまたはドレインの他方とが電気的に接続される領域との間に、前記配線の幅が細い領
域を有することを特徴とする。
【００２７】
　また、上記発明の構成において、前記配線の幅が細い領域の幅は３μｍ以下であること
を特徴とする。また、前記配線の幅が細い領域は、当該配線において最も幅が細いことを
特徴とする。また、前記配線の幅が細い領域の幅は、それ以外の領域の幅に比較して半分
以下であることを特徴とする。また、前記配線の幅が細い領域の幅は、信号線駆動回路及
び走査線駆動回路に用いられている配線のうち、最も細い幅を有する配線の幅よりも細い
ことを特徴とする。
【００２８】
　また、本明細書で開示する別の発明の構成は、
　電極及び電界発光層を有する発光素子と、
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　前記発光素子の電極に電気的に接続された配線と、
　ソース、ドレイン、及びチャネル形成領域を含む活性層を有するトランジスタと、
　前記トランジスタのソースまたはドレインの一方に電気的に接続された電源線と、
　ゲート配線とを有し、
　前記配線は、前記トランジスタのソースまたはドレインの他方に電気的に接続され、
　前記活性層は、前記配線、前記ゲート配線、及び前記電源線とそれぞれ一部重なってお
り、
　前記活性層のうち、前記配線、前記ゲート配線、及び前記電源線に重ならない領域の幅
が細いことを特徴とする。
【００２９】
　また、上記発明の構成において、前記活性層のうち、前記配線、前記ゲート配線、及び
前記電源線に重ならない領域の幅は３μｍ以下であることを特徴とする。また、前記活性
層のうち、前記配線、前記ゲート配線、及び前記電源線に重ならない領域の幅は、それ以
外の領域の幅に比較して半分以下であることを特徴とする。また、前記活性層のうち、前
記配線、前記ゲート配線、及び前記電源線に重ならない領域の幅は、信号線駆動回路及び
走査線駆動回路に用いられている配線のうち、最も細い幅を有する配線の幅よりも細いこ
とを特徴とする。
【００３０】
　また、本明細書で開示する別の発明の構成は、
　電極及び電界発光層を有する発光素子と、
　前記発光素子の電極に電気的に接続された配線と、
　ソース、ドレイン、及びチャネル形成領域を含む活性層を有するトランジスタと、
　前記トランジスタのソースまたはドレインの一方に電気的に接続された電源線とを有し
、
　前記配線は、前記トランジスタのソースまたはドレインの他方に電気的に接続され、
　前記トランジスタのソースまたはドレインの一方と前記電源線とが電気的に接続される
領域の近傍に、前記トランジスタのソースまたはドレインの一方と前記電源線とが電気的
に接続される領域に比較して前記電源線の幅が細い領域を有することを特徴とする。
【００３１】
　また、上記発明の構成において、前記電源線の幅が細い領域の幅は３μｍ以下であるこ
とを特徴とする。また、前記電源線の幅が細い領域は、当該電源線において最も幅が細い
ことを特徴とする。また、前記電源線の幅が細い領域の幅は、それ以外の領域の幅に比較
して半分以下であることを特徴とする。また、前記電源線の幅が細い領域の幅は、信号線
駆動回路及び走査線駆動回路に用いられている配線のうち、最も細い幅を有する配線の幅
よりも細い狭いことを特徴とする。
【００３２】
　また、上記発明の構成において、前記トランジスタの活性層は、非晶質半導体膜または
結晶性半導体膜であることを特徴とする。また、前記トランジスタはトップゲート型また
はボトムゲート型であることを特徴とする。
【００３３】
　本明細書において、発光素子は、有機ＥＬ、無機ＥＬ、有機ＥＬと無機ＥＬとが混合さ
れた素子のいずれでもよい。また、電子放出素子、など、電気磁気的作用によりコントラ
ストが変化する表示媒体を適用することもできる。電子放出素子を用いた表示装置として
はフィールドエミッションディスプレイ（ＦＥＤ）、ＳＥＤ方式平面型ディスプレイ（Ｓ
ＥＤ：Ｓｕｒｆａｃｅ－ｃｏｎｄｕｃｔｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎ－ｅｍｉｔｔｅｒ　Ｄ
ｉｓｐｌｙ）などが挙げられる。
【００３４】
　また、本明細書において、「接続されている」とは、電気的に接続されている場合も含
むものとする。したがって、間に別の素子やスイッチなどが配置されていてもよい。
【００３５】
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　また、本発明におけるトランジスタは、どのようなタイプのトランジスタでもよい。例
えば、非晶質シリコンや多結晶シリコンに代表される非単結晶半導体膜を用いた薄膜トラ
ンジスタ（以下、「ＴＦＴ」と記載する。）、半導体基板やＳＯＩ基板を用いて形成され
るＭＯＳ型トランジスタ、接合型トランジスタ、バイポーラトランジスタ、有機半導体や
カーボンナノチューブを用いたトランジスタ、その他のトランジスタを適用することがで
きる。また、トランジスタが配置されている基板の種類に限定はなく、単結晶基板、ＳＯ
Ｉ基板、ガラス基板、プラスチック基板などに配置することができる。
【００３６】
　また、本明細書中において、「スイッチ」は、電気的なスイッチでもよいし、機械的な
スイッチでもよい。すなわち、電流の流れを制御できるものなら、何でも良い。例えば、
トランジスタでもよいし、ダイオードでもよいし、それらを組み合わせた論理回路でもよ
い。なお、スイッチとしてトランジスタを用いる場合、そのトランジスタは、単なるスイ
ッチとして動作するため、トランジスタの極性（導電型）は特に限定されない。ただし、
オフ電流が少ない方が望ましい場合、オフ電流が少ない方の極性のトランジスタを用いる
ことが望ましい。オフ電流が少ないトランジスタとしては、ＬＤＤ領域が設けられている
ものや、マルチゲート構造のもの等がある。また、スイッチとして動作させるトランジス
タのソース端子の電位が、低電位側電源（Ｖｓｓ、Ｖｇｎｄ、０Ｖなど）に近い状態で動
作する場合はｎチャネル型を、反対に、ソース端子の電位が、高電位側電源（Ｖｄｄなど
）に近い状態で動作する場合はｐチャネル型を用いることが望ましい。なぜなら、ゲート
・ソース間電圧の絶対値を大きくできるため、スイッチとして、動作しやすいからである
。また、ｎチャネル型とｐチャネル型の両方を用いて、ＣＭＯＳ型のスイッチにしてもよ
い。
【００３７】
　なお、すでに述べたように、本発明におけるトランジスタは、どのようなタイプのトラ
ンジスタでもよいし、どのような基板上に形成されていてもよい。したがって、画素を駆
動する回路が全てガラス基板上に形成されていてもよいし、プラスチック基板上に形成さ
れていてもよいし、単結晶基板上に形成されていてもよいし、ＳＯＩ基板上に形成されて
いてもよいし、他のどのような基板上に形成されていてもよい。また、画素を駆動する回
路の一部が、第１の基板上に形成されており、画素を駆動する回路の他の一部が、前記第
１の基板とは別の第２の基板上に形成されていてもよい。すなわち、画素を駆動する回路
の全てが同じ基板上に形成されていなくてもよい。例えば、画素配列及びゲート線駆動回
路は、ＴＦＴを用いてガラス基板上に形成し、信号線駆動回路（もしくはその一部）は単
結晶基板上に形成してもよい。さらに、単結晶基板上に形成した前記信号線駆動回路を（
ＩＣチップ）をＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ）で接続して前記ガラス基板上に配
置してもよいし、ＩＣチップをＴＡＢ（Ｔａｐｅ　Ａｕｔｏ　Ｂｏｎｄｉｎｇ）やプリン
ト基板を用いて前記ガラス基板と接続するようにしてもよい。
【００３８】
　また、本明細書において「半導体装置」とは、トランジスタやダイオードなどの半導体
素子を有する装置のことをいう。なお、表示装置とは、液晶素子やＥＬ素子などの表示素
子を有する装置のことを言う。なお、液晶表示装置とは、液晶素子を有する表示装置のこ
とをいう。発光装置とは、ＥＬ素子などの発光素子を有する装置のことをいう。
【００３９】
　また、本発明は、パッシブマトリックス駆動方式、アクティブマトリックス駆動方式の
いずれの駆動方式を用いた表示装置にも適用することができる。
【発明の効果】
【００４０】
　本発明を適用することにより、簡単なプロセスを追加するのみで欠陥画素を確実に修正
することができ、輝点がなく、画面全体の画質不良が低減された、表示品位に優れた表示
装置が得られる。また、同時に表示装置の作製歩留まりの向上、大幅なコストダウンを図
ることができる。
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【００４１】
　また、発光素子が設けられている複数の画素のうち、常に発光素子が発光している画素
に対して本発明を適用すると、常時黒の表示となる。したがって、例えば点欠（ドット抜
け）の状態であるという点においては、本発明を適用する場合としない場合においても同
じである。しかしながら、全画素の発光素子を発光させようとしているときに消灯してい
る画素がある状態の方が、全画素の発光素子を消灯させようとしているときに点灯してい
る画素がある状態に比べて、画素の欠陥が目立ちにくい。したがって、本発明により、表
示品位に優れ、かつ消費電力の点でも格段に優れた表示装置を提供することができる。ま
た、正常な発光素子が設けられた画素に対して不良画素が悪影響を与えることもない。
【００４２】
　また、上述のような構成を有する表示装置は、欠陥画素が形成された場合に容易に画素
の欠陥を修正することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の実施の形態１を示す図。
【図２】本発明の実施の形態３を示す図。
【図３】本発明の実施の形態３を示す図。
【図４】本発明の実施の形態５を示す図。
【図５】本発明の実施の形態６を示す図。
【図６】本発明の実施の形態７を示す図。
【図７】本発明の実施の形態８を示す図。
【図８】本発明の実施例２を示す図。
【図９】本発明の実施の形態６を示す図。
【図１０】本発明の実施例２を示す図。
【図１１】本発明の実施の形態１、４を示す図。
【図１２】本発明の実施の形態１、４を示す図。
【図１３】本発明の実施の形態１、４を示す図。
【図１４】本発明の実施の形態１、４を示す図。
【図１５】本発明の実施の形態１、４を示す図。
【図１６】本発明の実施の形態５を示す図。
【図１７】本発明の実施の形態５を示す図。
【図１８】本発明の実施の形態９を示す図。
【図１９】本発明の実施の形態６を示す図。
【図２０】本発明の実施の形態６を示す図。
【図２１】本発明の実施例１を示す図。
【図２２】本発明の実施例１を示す図。
【図２３】本発明の実施例１を示す図。
【図２４】本発明の実施例１を示す図。
【図２５】本発明の実施例１を示す図。
【図２６】本発明の実施例１を示す図。
【図２７】本発明の実施例１を示す図。
【図２８】本発明の実施例１を示す図。
【図２９】本発明の実施例１を示す図。
【図３０】本発明の実施例１を示す図。
【図３１】本発明の実施例１を示す図。
【図３２】本発明の実施例１を示す図。
【図３３】本発明の実施例１を示す図。
【図３４】本発明の実施例１を示す図。
【図３５】本発明の実施の形態９を示す図。
【図３６】本発明の実施の形態１０を示す図。
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【図３７】本発明の実施の形態１１を示す図。
【図３８】本発明の実施の形態１２を示す図。
【図３９】本発明の実施の形態１３を示す図。
【図４０】本発明の実施の形態１４を示す図。
【図４１】本発明の実施の形態１５を示す図。
【図４２】本発明の実施の形態１６を示す図。
【図４３】本発明の実施の形態１７を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　本発明を実施するための最良の形態を、図面を用いながら説明する。但し、本発明は以
下の説明に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳
細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に
示す実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。なお、以下に説明する本
発明の構成において、同一部分又は同様な機能を有する部分には同一の符号を異なる図面
間で共通して用い、その繰り返しの説明は省略する。
【００４５】
（実施の形態１）
　本実施の形態では、発光素子の一方の電極に電位を与える電源線と前記発光素子の一方
の電極との間において、少なくとも１箇所配線をカット（切断）する方法について図を用
いながら説明する。
【００４６】
　図１１を用いて説明する。各画素には、発光素子１０１、トランジスタ１１０３が設け
られており、トランジスタ１１０３のソースとドレインは、一方が電源線１０５に、もう
一方が発光素子１０１の一方の電極にそれぞれ接続されている。
【００４７】
　次に、欠陥画素の修正方法について説明する。電源線１０５がトランジスタ１１０３を
介して発光素子１０１の一方の電極に接続されている場合、電源線１０５とトランジスタ
１１０３のソース、ドレインのいずれか一方とが接続されている間、またはトランジスタ
のソース、ドレインの他方と発光素子１０１の一方の電極とが接続されている間の配線を
カットするようにする。例えば、図１１の楕円形状で示した領域１１０１、１１０２をカ
ットする。なお、カットする箇所は少なくとも１箇所あればよいが、信頼性向上のために
２箇所以上カットするようにしてもよい。
【００４８】
　このように、発光素子の両極間ショート、配線間のショート、発光素子の電極と配線間
のショート、または発光素子に接続されたトランジスタの動作不良が生じていても領域１
１０１や領域１１０２をカットすることにより、電源線１０５からトランジスタ１１０３
や発光素子１０１を通って発光素子の他方の電極１０８に電流が流れる経路を遮断するこ
とができるため、発光素子１０１が発光すること（輝点の発生）を防止することができる
。
【００４９】
　なお、図１１におけるトランジスタ１１０３は、Ｐチャネル型を示しているが、これに
限定されない。トランジスタ１１０３がＮチャネル型の場合でも、領域１１０１や領域１
１０２をカットすることにより、電源線１０５からトランジスタ１１０３や発光素子１０
１を通って発光素子の他方の電極１０８に電流が流れる経路を遮断することができるため
、発光素子１０１が発光すること（輝点の発生）を防止することができる。また、図１１
においては電源線１０５と発光素子１０１との間にトランジスタ１１０３を有する構成を
示しているが、トランジスタ１１０３の代わりに別の素子を設ける構成としてもよい。ま
た、電源線１０５と発光素子１０１との間にトランジスタ１１０３に加え、当該トランジ
スタ１１０３以外の素子を有する構成としても本発明を実施することが可能である。
【００５０】
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　次に、図１２を用いて説明する。各画素には、発光素子１０１、第１のトランジスタ１
２０４、第２のトランジスタ１２０５が設けられており、第２のトランジスタ１２０５の
ソースとドレインは、一方が電源線１０５に、他方が第１のトランジスタ１２０４のソー
スとドレインの一方に接続され、第１のトランジスタ１２０４のソースとドレインの他方
が発光素子１０１の一方の電極に接続されている。すなわち、電源線１０５は、互いに直
列に接続された第１のトランジスタ１２０４及び第２のトランジスタ１２０５を介して発
光素子１０１の一方の電極に接続されている。
【００５１】
　次に、欠陥画素の修正方法について説明する。電源線１０５と第２のトランジスタ１２
０５のソース、ドレインの一方とが接続されている間、第２のトランジスタ１２０５のソ
ース、ドレインの他方と第１のトランジスタ１２０４のソース、ドレインの一方とが接続
されている間、または第１のトランジスタのソース、ドレインの他方と発光素子１０１の
一方の電極とが接続されている間のどこかで配線をカットする。例えば、電源線１０５と
発光素子１０１の一方の電極との間において、図１２の楕円形状で示した領域１２０１、
１２０２、１２０３を切断する。なお、カットする箇所は少なくとも１箇所あればよいが
、信頼性向上のために２箇所以上カットするようにしてもよい。
【００５２】
　このように、発光素子の両極間ショート、配線間のショート、発光素子の電極と配線間
のショート、または発光素子に接続されたトランジスタの動作不良が生じていても領域１
２０１、領域１２０２、領域１２０３をカットすることにより、電源線１０５から第１の
トランジスタ１２０４及び第２のトランジスタ１２０５や発光素子１０１を通って発光素
子の他方の電極１０８に電流が流れる経路を遮断することができるため、発光素子１０１
が発光すること（輝点の発生）を防止することができる。
【００５３】
　なお、図１２における第１のトランジスタ１２０４、第２のトランジスタ１２０５は、
それぞれＰチャネル型を示しているが、これに限定されない。第１のトランジスタ１２０
４、第２のトランジスタ１２０５のいずれか一つがＮチャネル型であったり、共にＮチャ
ネル型の場合でも、領域１２０１や領域１２０２、領域１２０３をカットすることにより
、電源線１０５から第１のトランジスタ１２０４及び第２のトランジスタ１２０５や発光
素子１０１を通って発光素子の他方の電極１０８に電流が流れる経路を遮断することがで
きるため、発光素子１０１が発光すること（輝点の発生）を防止することができる。すな
わち、第１のトランジスタ１２０４、第２のトランジスタ１２０５は共にＰチャネル型で
ある場合、共にＮチャネル型である場合、２つのトランジスタのうち一方がＰチャネル型
で他方がＮチャネル型である場合のいずれの場合でもよい。なお、図１２では、トランジ
スタが２つ直列になっているものを示したが、これに限定されない。３個以上のトランジ
スタが接続されていてもよい。その場合も、図１２と同様に配線をカットすればよい。ま
た、電源線１０５と発光素子１０１との間に、第１のトランジスタ１２０４及び第２のト
ランジスタ１２０５以外の素子も有する構成としても本発明を実施することが可能である
。
【００５４】
　次に、図１３を用いて説明する。各画素には、発光素子１０１、第１のトランジスタ１
３０４、第２のトランジスタ１３０５が設けられている。また、第１のトランジスタ１３
０４のソースとドレインは、一方が配線１３５１に、もう一方が発光素子１０１の一方の
電極に接続されている。また、第２のトランジスタ１３０５のソースとドレインは、一方
が配線１３５２に、もう一方が発光素子１０１の一方の電極に接続されている。なお、配
線１３５１と配線１３５２は、同じ電源に接続されていてもよいし、互いに異なる電源に
接続されていてもよい。
【００５５】
　次に、欠陥画素の修正方法について説明する。配線１３５１と第１のトランジスタ１３
０４のソース、ドレインの一方とが接続されている間、配線１３５２と第２のトランジス
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タ１３０５のソース、ドレインの一方とが接続されている間の配線をともにカットする。
または、第１のトランジスタ１３０４のソース、ドレインの他方と第２のトランジスタ１
３０５のソース、ドレインの他方とが接続されている箇所と発光素子１０１の一方の電極
とが接続されている間のどこかで配線をカットする。例えば、図１３の楕円形状で示した
領域１３０１をカットするか、領域１３０２及び領域１３１１のいずれか一方と領域１３
０３及び領域１３１２のいずれか一方とを共にカットする。
【００５６】
　このように、発光素子の両極間ショート、配線間のショート、発光素子の電極と配線間
のショート、または発光素子に接続されたトランジスタの動作不良が生じていても領域１
３０１をカットするか、領域１３０２及び領域１３０３を共にカットすることにより、配
線１３５１及び配線１３５２から各トランジスタや発光素子１０１を通って発光素子の他
方の電極１０８に電流が流れる経路を遮断することができるため、発光素子１０１が発光
すること（輝点の発生）を防止することができる。
【００５７】
　なお、図１３における第１のトランジスタ１３０４、第２のトランジスタ１３０５は、
それぞれＰチャネル型を示しているが、これに限定されない。第１のトランジスタ１３０
４、第２のトランジスタ１３０５がＮチャネル型の場合でも、領域１３０１をカットする
か、領域１３０２、領域１３０３をカットすることにより、電源線１０５から各トランジ
スタや発光素子１０１を通って発光素子の他方の電極１０８に電流が流れる経路を遮断す
ることができるため、発光素子１０１が発光すること（輝点の発生）を防止することがで
きる。すなわち、第１のトランジスタ１３０４、第２のトランジスタ１３０５は共にＰチ
ャネル型である場合、共にＮチャネル型である場合、２つのトランジスタのうち一方がＰ
チャネル型で他方がＮチャネル型である場合のいずれの場合でもよい。なお、図１３では
、トランジスタが２つ並列になっているものを示したが、これに限定されない。３個以上
のトランジスタが並列接続されていてもよい。その場合も、図１３と同様に配線をカット
すればよい。
【００５８】
　配線１３５１及び配線１３５２は、何と接続されていてもよい。電源線に接続されてい
てもよいし、回路やトランジスタ、容量素子に接続されていてもよい。また、配線１３５
１及び配線１３５２は、各々別のものに接続されていてもよいし、同じものに接続されて
いてもよい。また、配線１３５１及び配線１３５２が同一のものであり、配線１３５１及
び配線１３５２それ自体が電源線として機能する配線でもよい。
【００５９】
　第１のトランジスタ１３０４は、一つだけ配置されているが、これに限定されない。例
えば、図１５に示すように、さらに別のトランジスタなどの素子が直列に接続されていて
もよい。また、第２のトランジスタ１３０５も同様に、さらにトランジスタなどの素子が
直列に接続されていてもよい。
【００６０】
　次に、図１５を用いて説明する。各画素には、発光素子１０１、第１のトランジスタ１
５０６、第２のトランジスタ１５０７、第３のトランジスタ１５０８が設けられている。
また、第２のトランジスタ１５０７のソースとドレインは、一方が配線１５５１に、他方
が第１のトランジスタ１５０６のソースとドレインの一方に接続されている。また、第３
のトランジスタ１５０８のソースとドレインは、一方が配線１５５２に、他方が発光素子
１０１の一方の電極に接続されている。また、第１のトランジスタ１５０６のソースとド
レインの他方は、発光素子１０１の一方の電極に接続されている。なお、配線１５５１と
配線１５５２は、同じ電源に接続されていてもよいし、互いに異なる電源に接続されてい
てもよい。
【００６１】
　次に、欠陥画素の修正方法について説明する。配線１５５１と第２のトランジスタ１５
０７のソース、ドレインの一方とが接続されている箇所から第２のトランジスタ１５０７
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のソース、ドレインの一方までの間の配線、第２のトランジスタ１５０７のソース、ドレ
インの他方と第１のトランジスタ１５０６のソース、ドレインの一方とが接続されている
間の配線、第１のトランジスタ１５０６のソース、ドレインの他方と発光素子１０１の一
方の電極が接続されている箇所から第１のトランジスタ１５０６のソース、ドレインの他
方までの間の配線のいずれか一を少なくともカットすることにより、配線１５５１から発
光素子１０１の他方の電極までの電流が流れる経路を遮断することができる。さらに、配
線１５５２と第３のトランジスタ１５０８のソース、ドレインの一方とが接続されている
箇所から第３のトランジスタ１５０８のソース、ドレインの一方までの間の配線、第３の
トランジスタ１５０８のソース、ドレインの他方と発光素子１０１の一方の電極が接続さ
れている箇所から第３のトランジスタ１５０８のソース、ドレインの他方までの間の配線
のいずれか一を少なくともカットすることにより、配線１５５２から発光素子１０１の他
方の電極までの電流が流れる経路を遮断することができる。例えば、配線１５５１及び配
線１５５２と発光素子１０１の一方の電極との間において、図１５の楕円形状で示した領
域１５０１または領域１５１２をカットするか、領域１５０２、領域１５０４、領域１５
１１のいずれか一方と領域１５０３及び領域１５０５のいずれか一方とを共にカットする
。
【００６２】
　このように、発光素子の両極間ショート、配線間のショート、発光素子の電極と配線間
のショート、または発光素子に接続されたトランジスタの動作不良が生じていても、領域
１５０１をカットするか、領域１５０２、領域１５０４の一方、及び領域１５０３、領域
１５０５の一方を共にカットすることにより、配線１５５１及び配線１５５２から各トラ
ンジスタや発光素子１０１を通って発光素子の他方の電極１０８に電流が流れる経路を遮
断することができるため、発光素子１０１が発光すること（輝点の発生）を防止すること
ができる。
【００６３】
　なお、図１５における第１～３のトランジスタ１５０６～１５０８は、それぞれＰチャ
ネル型を示しているが、これに限定されるものでない。すなわち、第１～３のトランジス
タ１５０６～１５０８の導電型に依存するものではなく、領域１５０１をカットするか、
領域１５０２、領域１５０４の一方、及び領域１５０３、領域１５０５の一方を共にカッ
トすることにより、配線１５５１及び配線１５５２から各トランジスタや発光素子１０１
を通って発光素子の他方の電極１０８に電流が流れる経路を遮断することができるため、
発光素子１０１が発光すること（輝点の発生）を防止することができる。
【００６４】
　次に、図１４を用いて説明する。各画素には、発光素子１０１、第１のトランジスタ１
４０５、第２のトランジスタ１４０６、第３のトランジスタ１４０７が設けられている。
また、第２のトランジスタ１４０６のソースとドレインは、いずれか一方が配線１４５１
に、他方が第１のトランジスタ１４０５のソースとドレインのいずれか一方に接続されて
いる。また、第３のトランジスタ１４０７のソースとドレインは、いずれか一方が配線１
４５２に、他方が第１のトランジスタ１４０５のソースとドレインのいずれか一方に接続
されている。また、第１のトランジスタ１４０５のソースとドレインの他方は、発光素子
１０１の一方の電極に接続されている。なお、配線１４５１と配線１４５２は、同じ電源
に接続されていてもよいし、互いに異なる電源に接続されていてもよい。また、配線１４
５１及び配線１４５２が同一のものであり、配線１４５１及び配線１４５２それ自体が電
源線として機能する配線でもよい。
【００６５】
　次に、欠陥画素の修正方法について説明する。発光素子１０１の一方の電極と第１のト
ランジスタ１４０５のソース、ドレインの他方とが接続されている間の配線をカットする
。または、第１のトランジスタ１４０５のソース、ドレインの一方と、第２のトランジス
タ１４０６のソース、ドレインの他方及び第３のトランジスタ１４０７のソース、ドレイ
ンの他方とが接続されている箇所の配線をカットする。または、第２のトランジスタ１４
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０６のソース、ドレインの一方と配線１４５１とが接続されている間、第３のトランジス
タ１４０７のソース、ドレインの一方と配線１４５２とが接続されている間の配線をとも
にカットする。例えば、配線１４５１及び配線１４５２と発光素子１０１の一方の電極と
の間において、図１４の楕円形状で示した領域１４０１、領域１４０２または領域１４１
１をカットするか、領域１４０３及び領域１４１２のいずれか一方と領域１４０４及び領
域１４１３のいずれか一方とを共にカットする。
【００６６】
　このように、発光素子の両極間ショート、配線間のショート、発光素子の電極と配線間
のショート、または発光素子に接続されたトランジスタの動作不良が生じていても領域１
４０１または領域１４０２をカットするか、領域１４０３及び領域１４０４を共にカット
することにより、配線１４５１及び配線１４５２から各トランジスタや発光素子１０１を
通って発光素子の他方の電極１０８に電流が流れる経路を遮断することができるため、発
光素子１０１が発光すること（輝点の発生）を防止することができる。
【００６７】
　なお、図１４における第１～３のトランジスタ１４０５～１４０７は、それぞれＰチャ
ネル型を示しているが、これに限定されるものでない。すなわち、第１～３のトランジス
タ１４０５～１４０７の導電型に依存するものではなく、領域１４０１または領域１４０
２をカットするか、領域１４０３及び領域１４０４を共にカットすることにより、配線１
４５１及び配線１４５２から各トランジスタや発光素子１０１を通って発光素子の他方の
電極１０８に電流が流れる経路を遮断することができるため、発光素子１０１が発光する
こと（輝点の発生）を防止することができる。なお、配線１４５１と第１のトランジスタ
１４０５との間に、第２のトランジスタ１４０６以外のトランジスタなどの素子がさらに
直列にあってもよいし、配線１４５２と第１のトランジスタ１４０５との間に、第３のト
ランジスタ１４０７以外のトランジスタなどの素子がさらに直列にあってもよい。また、
第２のトランジスタ１４０６、第３のトランジスタ１４０７と並列関係にあるトランジス
タなどの素子がさらにあってもよい。
【００６８】
（実施の形態２）
　本実施の形態では、発光素子の一方の電極に電位を与える電源線と前記発光素子の一方
の電極との間において、少なくとも１箇所配線をカット（切断）する方法について説明す
る。
【００６９】
　図１に、ＥＬ素子を有する画素がマトリクス状に設けられている画素部における１画素
の構成の一例を示す。
【００７０】
　各画素には、発光素子１０１、駆動用のトランジスタ１０２、スイッチング用トランジ
スタ１０３、コンデンサ１０４が設けられている。スイッチング用トランジスタ１０３の
ゲート電極は、ゲート信号線１０７（走査線）に接続され、ソース領域とドレイン領域は
、一方がソース信号線１０６（データ線）に、もう一方が駆動用のトランジスタ１０２の
ゲート電極及びコンデンサ１０４の一方の電極にそれぞれ接続されている。
【００７１】
　コンデンサ１０４はスイッチング用トランジスタ１０３が非選択状態（オフ状態）にあ
るとき、駆動用のトランジスタ１０２のゲート電圧（ゲート電極とソース領域間の電位差
）を保持するために設けられている。なお、本実施の形態ではコンデンサ１０４を設ける
構成を示したが、本発明はこの構成に限定されず、コンデンサ１０４を設けない構成にし
てもよい。つまり、駆動用のトランジスタ１０２のゲート容量で代用することが可能であ
る。トランジスタ１０２のゲート容量については、ソース領域、ドレイン領域、ＬＤＤ領
域などとゲート電極とが重なってオーバーラップしているような領域で容量が形成されて
いてもよいし、チャネル形成領域とゲート電極との間で容量が形成されていてもよいし、
それらの組み合わせでもよい。
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【００７２】
　また、駆動用のトランジスタ１０２のソース領域とドレイン領域は、一方が電源線１０
５に接続され、もう一方は発光素子１０１の一方の電極に接続される。本実施の形態では
、スイッチング用トランジスタ１０３はＰチャネル型であり、電源線１０５の方が発光素
子の他方の電極１０８よりも電位が高いとしているので、電源線１０５に接続されている
のがソースであり、発光素子１０１の一方の電極に接続されているのがドレインである。
【００７３】
　電源線１０５はコンデンサ１０４の他方の電極に接続されている。しかし、この構成に
限定されるものではなく、例えば、コンデンサ１０４の他方の電極に専用配線が接続され
ていてもよいし、他の画素のゲート信号線が接続されている構成でもよい。
【００７４】
　発光素子１０１は、陽極と陰極との間に設けられた有機化合物を含む層とからなる。陽
極が駆動用のトランジスタ１０２のソース領域またはドレイン領域と接続している場合、
陽極が画素電極、陰極が対向電極となる。逆に陰極が駆動用のトランジスタ１０２のソー
ス領域またはドレイン領域と接続している場合、陰極が画素電極、陽極が対向電極となる
。なお、本実施の形態では、画素電極を陽極として説明する。
【００７５】
　なお、有機化合物を含む層は、蒸着マスクを用いた蒸着法、またはインクジェット法に
よって形成される。有機化合物を含む層には、元素周期律第４族金属錯体をその一部に用
いることとする。また、その他、組み合わせて用いることのできる材料としては、低分子
系材料であっても高分子系材料であっても良い。また、有機化合物を含む層に用いる材料
としては、通常、有機化合物を単層もしくは積層で用いる場合が多いが、有機化合物から
なる膜の一部に無機化合物を用いる構成であってもよい。さらに、一重項材料だけでなく
公知の三重項材料を用いることも可能である。
【００７６】
　発光素子１０１の発光素子の他方の電極１０８（対向電極（陰極））には低電源電位（
ＶＳＳ）が与えられている。また電源線は高電源電位（ＶＤＤ）が与えられている。ここ
で、本明細書においては、高電源電位（ＶＤＤ）は低電源電位（ＶＳＳ）よりも相対的に
高い電位を有しているものとする。また、高電源電位と低電源電位は、外付けのＩＣ等に
より表示装置に設けられた電源によって与えられる。
【００７７】
　次に、欠陥画素の修正方法について説明する。
【００７８】
　電源線１０５と発光素子１０１の陽極との間において、少なくとも１箇所配線をカット
（切断）する。例えば、図１の楕円形状で示した箇所１２１、１２２の少なくともいずれ
か一方（配線部）を切断する。例えば、駆動用のトランジスタ１０２の有する活性層を、
チャネル幅方向に切断する。したがって、発光素子の両極間ショート、配線間のショート
、発光素子の電極と配線間のショート、または発光素子に接続されたトランジスタの動作
不良が生じていても、このように領域１２１や領域１２２をカットすることにより、電源
線１０５から駆動用のトランジスタ１０２や発光素子１０１を通って発光素子の他方の電
極１０８（陰極）に電流が流れる経路を遮断することができるため、発光素子１０１が発
光すること（輝点の発生）を防止することができる。
【００７９】
　配線または活性層の切断方法については、公知の方法を用いればよい。例えば、任意の
波長のレーザー光を、配線または活性層上の層間絶縁膜に照射して除去する。次に、任意
の波長のレーザー光を露出された配線または活性層に照射して切断する。なお、レーザー
の種類や、周波数、ビームプロファイル、エネルギー密度（またはパワー密度、）、パル
ス幅といったレーザーの照射条件についても特に限定されるものではない。また、レーザ
ー光の発振方式は、パルス発振方式でもよいし、連続発振方式でもよい。また、レーザー
光は、発光素子が設けられている側（基板上面側）から照射してもよいし、その逆側（基
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板下面側）から照射してもよい。ただし、レーザー光を上面側から照射するときは、発光
素子の他方の電極１０８（陰極）を透過させる必要があるので、下面側から照射すること
が望ましい。
【００８０】
　本実施の形態では紫外（ＵＶ）レーザーを用いるが、本発明に用いるレーザーの種類に
制約はない。レーザーは、レーザー媒質、励起源、共振器により構成されている。レーザ
ーは、媒質により分類すると、気体レーザー、液体レーザー、固体レーザーがあり、発振
の特徴により分類すると、自由電子レーザー、半導体レーザー、Ｘ線レーザーがあるが、
本発明では、いずれのレーザーを用いてもよい。なお、好ましくは、気体レーザー又は固
体レーザーを用いるとよく、さらに好ましくは固体レーザーを用いるとよい。
【００８１】
　気体レーザーは、ヘリウムネオンレーザー、炭酸ガスレーザー、エキシマレーザー、ア
ルゴンイオンレーザーがある。エキシマレーザーは、希ガスエキシマレーザー、希ガスハ
ライドエキシマレーザーがある。希ガスエキシマレーザーは、アルゴン、クリプトン、キ
セノンの３種類の励起分子による発振がある。アルゴンイオンレーザーは、希ガスイオン
レーザー、金属蒸気イオンレーザーがある。
【００８２】
　液体レーザーは、無機液体レーザー、有機キレートレーザー、色素レーザーがある。無
機液体レーザーと有機キレートレーザーは、固体レーザーに利用されているネオジムなど
の希土類イオンをレーザー媒質として利用する。
【００８３】
　固体レーザーが用いるレーザー媒質は、固体の母体に、レーザー作用をする活性種がド
ープされたものである。固体の母体とは、結晶又はガラスである。結晶とは、ＹＡＧ（イ
ットリウム・アルミニウム・ガーネット結晶）、ＹＬＦ、ＹＶＯ４、ＹＡｌＯ３、サファ
イア、ルビー、アレキサンドライトである。また、レーザー作用をする活性種とは、例え
ば、３価のイオン（Ｃｒ３＋、Ｎｄ３＋、Ｙｂ３＋、Ｔｍ３＋、Ｈｏ３＋、Ｅｒ３＋、Ｔ
ｉ３＋）である。
【００８４】
　なお、媒質としてセラミック（多結晶）を用いると、短時間かつ低コストで自由な形状
に媒質を形成することが可能である。媒質として単結晶を用いる場合、通常、直径数ｍｍ
、長さ数十ｍｍの円柱状のものが用いられているが、媒質としてセラミック（多結晶）を
用いる場合はさらに大きいものを作ることが可能である。また、発光に直接寄与する媒質
中のＮｄ、Ｙｂなどのドーパントの濃度は、単結晶中でも多結晶中でも大きくは変えられ
ないため、濃度を増加させることによるレーザーの出力向上にはある程度限界がある。し
かしながら、媒質としてセラミックを用いると、単結晶と比較して媒質の大きさを著しく
大きくすることができるため大幅な出力向上が期待できる。さらに、媒質としてセラミッ
クを用いると、平行六面体形状や直方体形状の媒質を容易に形成することが可能である。
このような形状の媒質を用いて、発振光を媒質の内部でジグザグに進行させると、発振光
路を長くとることができる。そのため、増幅が大きくなり、大出力で発振させることが可
能になる。
【００８５】
　また、本実施の形態では、駆動用のトランジスタ１０２をＰチャネル型、スイッチング
用トランジスタ１０３をＮチャネル型としたが、本発明はこの構成に限定されず、それぞ
れＮチャネル型、Ｐチャネル型のどちらでも用いることができる。ただし、本実施の形態
のように、画素電極が発光素子１０１の陽極である場合、駆動用のトランジスタ１０２は
Ｐチャネル型であることが望ましい。また、画素電極が発光素子１０１の陰極である場合
、駆動用のトランジスタ１０２はＮチャネル型を用いると、駆動用のトランジスタ１０２
のソース電位が変化せず、動作させやすいため、好ましい。
【００８６】
　また、駆動用のトランジスタ１０２、スイッチング用トランジスタ１０３は、それぞれ
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非晶質半導体膜（代表的には、アモルファスシリコン）からなる活性層を有していてもよ
いし、多結晶半導体膜（代表的には、ポリシリコン）からなる活性層を有していてもよい
し、単結晶でもよい。ただし、本実施の形態のように、駆動用のトランジスタ１０２とし
てＰチャネル型を用いるときは、移動度の特性を考慮して多結晶半導体膜からなる活性層
を有していることが望ましい。また、駆動用のトランジスタ１０２としてＮチャネル型を
用いるときは、非晶質半導体膜からなる活性層を有していることが望ましい。
【００８７】
　また、駆動用のトランジスタ１０２、スイッチング用トランジスタ１０３は、順スタガ
型でもよいし、逆スタガ型であってもよい。また、トップゲート型でもよいし、ボトムゲ
ート型でもよい。また、チャネル形成領域の上にゲート電極があってもよいし、下にゲー
ト電極があってもよい。
【００８８】
　また、駆動用のトランジスタ１０２、スイッチング用トランジスタ１０３は、シングル
ゲート構造でもよいし、マルチゲート構造であってもよい。また、駆動用のトランジスタ
１０２、スイッチング用トランジスタ１０３は、ＬＤＤ構造を有していてもよいし、ＧＯ
ＬＤ構造を有していてもよい。
【００８９】
　なお、本実施の形態では、駆動用のトランジスタ１０２と電源線１０５の間に、他のト
ランジスタや素子が配置されていない構成について説明したが、実施の形態１で説明した
図１２～１５の構造のように、電源線と陽極との間に駆動用のトランジスタ１０２以外の
トランジスタが配置されているような画素構成についても本発明を適用することができる
。すなわち、画素内部に引き込まれた電源線と陽極との間において、電流の経路を断線さ
せることにより、発光素子に電流が流れて発光しないようにしたり、他の画素に所定の電
位を与えることができる。
【００９０】
（実施の形態３）
　本実施の形態では、発光素子の一方の電極に電位を与える電源線と前記発光素子の一方
の電極との間において、少なくとも１箇所配線をカット（切断）する別の方法について説
明する。
【００９１】
　図２に、表示装置の一例を示す。２０１は画素部、２０２は走査線駆動回路（ゲートド
ライバー）、２０３は信号線駆動回路（ソースドライバー）、を示している。また、走査
線駆動回路２０２は、走査線Ｇ１～Ｇｎ（ｎ：正の整数）を介して画素部２０１の各行を
順に走査する。信号線駆動回路２０３は、信号線Ｓ１～Ｓｍ（ｍ：正の整数）を介して画
素部２０１の各列にデータ信号を伝達する。各画素の発光素子の一方の電極に電位を与え
るための電源線Ｖ１～Ｖｎは、各画素毎に上下の両方向から電位を与えることができるよ
うな構造になっている。なお、図２には、画素構成の一例を示しているが、本発明はこの
画素構成に限定されるものではなく、他の実施の形態で説明するような構成を有する画素
でも勿論構わない。
【００９２】
　次に、欠陥画素の修復方法について図３を用いながら説明する。なお、図３は、画素の
構成に関して図１と全く同じであるので、ここでは接続関係などについての説明を省略す
る。
【００９３】
　欠陥画素に電源線から電位が与えられないようにするために、画素に電位を与える経路
（図３における１３１、１３２の少なくともいずれか一と１３３）を２ヵ所（または３箇
所）切断する。
【００９４】
　なお、欠陥画素を修正した後は、当該画素が設けられた画素の行よりも下の行には、下
から電源線を介して電位を与え、当該画素が設けられた画素の行よりも上の行には、上か
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ら電源線を介して電位を与えることが可能であり、その他の画素についても正常に動作さ
せることができる。
【００９５】
　本実施の形態においては、図２のような画素構成の場合について説明したが、本発明は
画素内部の構成には依存せず、あらゆる画素構成に対して本発明を適用することができる
。すなわち、各画素に対して電源線１０５を介して上下の両方向から電位を与えることが
できるような構造を有してさえいれば、あらゆる画素構成に対して本発明を適用すること
ができる。
【００９６】
（実施の形態４）
　本実施の形態では、発光素子と、当該発光素子に電位を与える電源線との間において、
前記発光素子に接続されたトランジスタが常時オフになるようにする方法について説明す
る。
【００９７】
　発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする方法として、トランジスタの
ゲート・ソース間電圧Ｖｇｓを制御して、Ｎチャネル型のときはＶｇｓ＜Ｖｔｈ、Ｐチャ
ネル型のときはＶｇｓ＞Ｖｔｈとなるようにする。例えば、Ｎチャネル型で、Ｖｔｈ＞０
、Ｐチャネル型で、Ｖｔｈ＜０のときは、トランジスタのゲートとソースとを同電位にす
る。
【００９８】
　まず、図１１に示すような発光素子１０１と電源線１０５との接続関係の場合について
説明する。１１０３は、Ｐチャネル型トランジスタを示している。
【００９９】
　発光素子に接続されているＰチャネル型トランジスタ１１０３を常時オフにする方法と
して、Ｐチャネル型トランジスタ１１０３のゲート・ソース間電圧Ｖｇｓを制御して、Ｖ
ｇｓ＞Ｖｔｈとなるようにする。例えば、Ｖｔｈ＜０のときは、トランジスタのゲートと
ソースとを同電位にする。
【０１００】
　したがって、電源線に接続されている発光素子の一方の電極が陽極の場合、電源線に接
続されている側がソースであり、陽極に接続されている側がドレインとなるため、電源線
１０５とＰチャネル型トランジスタ１１０３のゲート配線とを短絡（ショート）させるこ
とにより、Ｐチャネル型トランジスタ１１０３のゲートとソースを同電位とすることがで
きる。この結果、発光素子１０１の両端がショートしても発光素子に電流が流れて発光し
ないようにし、他の画素に所定の電位を与えることができる。
【０１０１】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、Ｐチャ
ネル型トランジスタ１１０３のゲートに、ソースよりも高い電位を与えるようにしてもよ
い。すなわち、Ｐチャネル型トランジスタ１１０３のゲート配線と、高電位電源に接続さ
れた電源線１０５の電位よりも高い電位を与える配線とを短絡させるようにしてもよい。
【０１０２】
　また、電源線に接続されている発光素子の一方の電極が陰極の場合、電源線に接続され
ている側がドレインであり、陰極に接続されている側がソースとなるため、発光素子の陰
極とＰチャネル型トランジスタ１１０３のゲート配線とを短絡（ショート）させることに
より、Ｐチャネル型トランジスタ１１０３のゲートとソースを同電位とすることができる
。この結果、発光素子１０１の両端がショートしても発光素子に電流が流れて発光しない
ようにし、他の画素に所定の電位を与えることができる。
【０１０３】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、Ｐチャ
ネル型トランジスタ１１０３のゲートに、ソースよりも高い電位を与えるようにしてもよ
い。すなわち、Ｐチャネル型トランジスタ１１０３のゲート配線と、高電位電源に接続さ
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れた発光素子の陽極の電位よりも高い電位を与える配線とを短絡させるようにしてもよい
。
【０１０４】
　なお、図１１を用いて、トランジスタ１１０３がＰチャネル型のときについて説明した
が、トランジスタ１１０３がＮチャネル型のときにも本発明は適用することができる。以
下、具体的に説明する。
【０１０５】
　電源線に接続されている発光素子の一方の電極が陽極の場合、発光素子の一方の電極に
接続されている側がソースであり、電源線に接続されている側がドレインとなるため、発
光素子の一方の電極とＮチャネル型のトランジスタ１１０３のゲート配線とを短絡（ショ
ート）させることにより、Ｎチャネル型のトランジスタ１１０３のゲートとソースを同電
位とすることができる。この結果、発光素子１０１の両端がショートしても発光素子に電
流が流れて発光しないようにし、他の画素に所定の電位を与えることができる。
【０１０６】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、Ｎチャ
ネル型のトランジスタ１１０３のゲートに、ソースよりも低い電位を与えるようにしても
よい。すなわち、Ｎチャネル型のトランジスタ１１０３のゲート配線と、発光素子の陽極
の電位よりも低い電位を与える配線とを短絡させるようにしてもよい。
【０１０７】
　また、電源線に接続されている発光素子の一方の電極が陰極の場合、陰極に接続されて
いる側がドレインであり、電源線に接続されている側がソースとなるため、電源線１０５
とＮチャネル型のトランジスタ１１０３のゲート配線とを短絡（ショート）させることに
より、Ｎチャネル型のトランジスタ１１０３のゲートとソースを同電位とすることができ
る。この結果、発光素子１０１の両端がショートしても発光素子に電流が流れて発光しな
いようにし、他の画素に所定の電位を与えることができる。
【０１０８】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、Ｎチャ
ネル型のトランジスタ１１０３のゲートに、ソースよりも低い電位を与えるようにしても
よい。すなわち、Ｎチャネル型のトランジスタ１１０３のゲート配線と、低電位電源に接
続された電源線の電位よりも低い電位を与える配線とを短絡させるようにしてもよい。
【０１０９】
　次に、図１２に示すような発光素子１０１と電源線１０５との接続関係の場合について
説明する。１２０４、１２０５は、共にＰチャネル型トランジスタを示している。Ｐチャ
ネル型トランジスタ１２０４、１２０５は直列接続されているので、少なくとも一つをオ
フにすればよいが、信頼性向上のために両方をオフにしてもよい。
【０１１０】
　電源線に接続されている発光素子の一方の電極が陽極の場合、電源線に接続されている
側がソースであり、陽極に接続されている側がドレインとなるため、電源線１０５と第１
のＰチャネル型トランジスタ１２０４のゲート配線、または電源線１０５と第２のＰチャ
ネル型トランジスタ１２０５のゲート配線とを短絡（ショート）させることにより、第１
のＰチャネル型トランジスタ１２０４または第２のＰチャネル型トランジスタ１２０５を
オフにすることができる。また、第１のＰチャネル型トランジスタ１２０４のゲートとソ
ースとを短絡（ショート）させることにより、第１のＰチャネル型トランジスタ１２０４
をオフにしてもよい。この結果、発光素子１０１の両端がショートしても発光素子に電流
が流れて発光しないようにし、他の画素に所定の電位を与えることができる。
【０１１１】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、第１の
Ｐチャネル型トランジスタ１２０４または第２のＰチャネル型トランジスタ１２０５のゲ
ートに、ソースよりも高い電位を与えるようにしてもよい。すなわち、第１のＰチャネル
型トランジスタ１２０４または第２のＰチャネル型トランジスタ１２０５のゲート配線と
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、高電位電源に接続された電源線１０５の電位よりも高い電位を与える配線とを短絡させ
るようにしてもよい。
【０１１２】
　また、電源線に接続されている発光素子の一方の電極が陰極の場合、電源線に接続され
ている側がドレインであり、陰極に接続されている側がソースとなるため、発光素子の陰
極と、第１のＰチャネル型トランジスタ１２０４または第２のＰチャネル型トランジスタ
１２０５のゲート配線とを短絡（ショート）させることにより、第１のＰチャネル型トラ
ンジスタ１２０４または第２のＰチャネル型トランジスタ１２０５をオフにすることがで
きる。また、第２のＰチャネル型トランジスタ１２０５のゲートとソースとを短絡（ショ
ート）させることにより、第２のＰチャネル型トランジスタ１２０５をオフにしてもよい
。
この結果、発光素子１０１の両端がショートしても発光素子に電流が流れて発光しないよ
うにし、他の画素に所定の電位を与えることができる。
【０１１３】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、Ｐチャ
ネル型のトランジスタのゲートに、ソースよりも高い電位を与えるようにしてもよい。す
なわち、第１のＰチャネル型トランジスタ１２０４または第２のＰチャネル型トランジス
タ１２０５のゲート配線と、高電位電源に接続された発光素子の陽極の電位よりも高い電
位を与える配線とを短絡させるようにしてもよい。
【０１１４】
　なお、図１２を用いて、第１のトランジスタ１２０４及び第２のトランジスタ１２０５
が共にＰチャネル型のときについて説明したが、これに限定されない。第１のトランジス
タ１２０４及び第２のトランジスタ１２０５が共にＮチャネル型でもよいし、いずれか一
方のみがＮチャネル型のときにも本発明は適用することができる。以下、具体的に説明す
る。
【０１１５】
　第１のトランジスタ１２０４及び第２のトランジスタ１２０５が共にＮチャネル型の場
合について説明する。Ｎチャネル型のトランジスタ１２０４、１２０５は直列接続されて
いるので、少なくとも一つをオフにすればよいが、信頼性向上のために両方をオフにして
もよい。
【０１１６】
　電源線に接続されている発光素子の一方の電極が陽極の場合、陽極に接続されている側
がソースであり、電源線に接続されている側がドレインとなるため、陽極と第１のＮチャ
ネル型のトランジスタ１２０４のゲート配線、または陽極と第２のＮチャネル型のトラン
ジスタ１２０５のゲート配線とを短絡（ショート）させることにより、第１のＮチャネル
型のトランジスタ１２０４または第２のＮチャネル型のトランジスタ１２０５をオフにす
ることができる。また、第２のＮチャネル型のトランジスタ１２０５のゲートとソースと
を短絡（ショート）させることにより、第２のＮチャネル型のトランジスタ１２０５をオ
フにしてもよい。この結果、発光素子１０１の両端がショートしても発光素子に電流が流
れて発光しないようにし、他の画素に所定の電位を与えることができる。
【０１１７】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、第１の
Ｎチャネル型のトランジスタ１２０４または第２のＮチャネル型のトランジスタ１２０５
のゲートに、ソースよりも低い電位を与えるようにしてもよい。すなわち、第１のＮチャ
ネル型のトランジスタ１２０４または第２のＮチャネル型のトランジスタ１２０５のゲー
ト配線と、陽極の電位よりも低い電位を与える配線とを短絡させるようにしてもよい。
【０１１８】
　また、電源線に接続されている発光素子の一方の電極が陰極の場合、陰極に接続されて
いる側がドレインであり、電源線に接続されている側がソースとなるため、電源線と、第
１のＮチャネル型のトランジスタ１２０４または第２のＮチャネル型のトランジスタ１２
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０５のゲート配線とを短絡（ショート）させることにより、第１のＮチャネル型のトラン
ジスタ１２０４または第２のＮチャネル型のトランジスタ１２０５をオフにすることがで
きる。また、第１のＮチャネル型のトランジスタ１２０５のゲートとソースとを短絡（シ
ョート）させることにより、第１のＮチャネル型のトランジスタ１２０５をオフにしても
よい。この結果、発光素子１０１の両端がショートしても発光素子に電流が流れて発光し
ないようにし、他の画素に所定の電位を与えることができる。
【０１１９】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、Ｎチャ
ネル型のトランジスタのゲートに、ソースよりも低い電位を与えるようにしてもよい。す
なわち、第１のＮチャネル型のトランジスタ１２０４または第２のＮチャネル型のトラン
ジスタ１２０５のゲート配線と、低電位電源に接続された電源線よりも低い電位を与える
配線とを短絡させるようにしてもよい。
【０１２０】
　次に、第１のトランジスタ１２０４及び第２のトランジスタ１２０５のうち、いずれか
一方のみがＮチャネル型のときについて説明する。
【０１２１】
　上述したように、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにすればよいので
、図１２においては、第１のトランジスタ１２０４及び第２のトランジスタ１２０５の少
なくとも一方を常時オフになるようにすればよい。そして、第１のトランジスタ１２０４
がＰチャネル型、Ｎチャネル型のそれぞれの場合につき、常時オフにさせる方法はすでに
説明したので省略する。同様に、第２のトランジスタ１２０５がＰチャネル型、Ｎチャネ
ル型のそれぞれの場合のつき、常時オフにさせる方法はすでに説明したので省略する。
【０１２２】
　次に、図１３に示すような発光素子１０１と電源線との接続関係の場合について説明す
る。１３０４、１３０５は、共にＰチャネル型トランジスタを示している。
【０１２３】
　発光素子の他方の電極１０８よりも配線１３５１、配線１３５２の方が電位が高く、電
源線に接続されている発光素子の一方の電極が陽極の場合、電源線に接続されている側が
ソースであり、陽極に接続されている側がドレインとなるため、配線１３５１と第１のＰ
チャネル型トランジスタ１３０４のゲート配線、及び配線１３５２と第２のＰチャネル型
トランジスタ１３０５のゲート配線とを短絡（ショート）させることにより、第１のＰチ
ャネル型トランジスタ１３０４のゲートとソース、及び第２のＰチャネル型トランジスタ
１３０５のゲートとソースを同電位とすることができる。この結果、発光素子１０１の両
端がショートしても発光素子に電流が流れて発光しないようにし、他の画素に所定の電位
を与えることができる。
【０１２４】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、第１の
Ｐチャネル型トランジスタ１３０４及び第２のＰチャネル型トランジスタ１３０５のゲー
トに、ソースよりも高い電位を与えるようにしてもよい。すなわち、第１のＰチャネル型
トランジスタ１３０４のゲート配線と、高電位電源に接続された配線１３５１の電位より
も高い電位を与える配線とを短絡させ、且つ、第２のＰチャネル型トランジスタ１３０５
のゲート配線と、高電位電源に接続された配線１３５２の電位よりも高い電位を与える配
線とを短絡させるようにしてもよい。
【０１２５】
　また、電源線に接続されている発光素子の一方の電極が陰極の場合、電源線に接続され
ている側がドレインとなり、陰極に接続されている側がソースとなるため、発光素子の陰
極と、第１のＰチャネル型トランジスタ１３０４及び第２のＰチャネル型トランジスタ１
３０５のゲート配線とを短絡（ショート）させることにより、第１及び第２のＰチャネル
型トランジスタのゲートとソースを同電位とすることができる。この結果、発光素子１０
１の両端がショートしても発光素子に電流が流れて発光しないようにし、他の画素に所定
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の電位を与えることができる。
【０１２６】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、第１の
Ｐチャネル型トランジスタ１３０４及び第２のＰチャネル型トランジスタ１３０５のゲー
トに、ソースよりも高い電位をそれぞれ与えるようにしてもよい。すなわち、第１のＰチ
ャネル型トランジスタ１３０４及び第２のＰチャネル型トランジスタ１３０５のゲート配
線と、高電位電源に接続された発光素子の陽極の電位よりも高い電位を与える配線とを短
絡させるようにしてもよい。
【０１２７】
　なお、図１３を用いて、第１のトランジスタ１３０４及び第２のトランジスタ１３０５
が共にＰチャネル型のときについて説明したが、これに限定されない。第１のトランジス
タ１３０４及び第２のトランジスタ１３０５が共にＮチャネル型でもよいし、いずれか一
方のみがＮチャネル型のときにも本発明は適用することができる。
【０１２８】
　次に、図１４に示すような発光素子１０１と電源線との接続関係の場合について説明す
る。１４０５、１４０６、１４０７は、全てＰチャネル型トランジスタを示している。
【０１２９】
　発光素子の他方の電極１０８よりも配線１４５１、配線１４５２の方が電位が高く、電
源線に接続されている発光素子の一方の電極が陽極の場合、電源線に接続されている側が
ソースであり、陽極に接続されている側がドレインとなるため、配線１４５１と第２のＰ
チャネル型トランジスタ１４０６のゲート配線、及び配線１４５２と第３のＰチャネル型
トランジスタ１４０７のゲート配線とを短絡（ショート）させることにより、第２のＰチ
ャネル型トランジスタ１４０６のゲートとソース、及び第３のＰチャネル型トランジスタ
１４０７のゲートとソースを同電位とすることができる。また、第１のＰチャネル型トラ
ンジスタ１４０５と第２のＰチャネル型トランジスタ１４０６及び第３のＰチャネル型ト
ランジスタ１４０７とを接続している配線と、第１のＰチャネル型トランジスタ１４０５
のゲート配線とを短絡（ショート）させることにより、第１のＰチャネル型トランジスタ
１４０５のゲートとソースを同電位とすることができる。また、第１のＰチャネル型トラ
ンジスタ１４０５のゲート配線と、配線１４５１または配線１４５２とをショートさせる
ようにしてもよい。この結果、発光素子１０１の両端がショートしても発光素子に電流が
流れて発光しないようにし、他の画素に所定の電位を与えることができる。
【０１３０】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、第２の
Ｐチャネル型トランジスタ１４０６及び第３のＰチャネル型トランジスタ１４０７のゲー
トに、ソースよりも高い電位を与えるようにしてもよい。すなわち、第２のＰチャネル型
トランジスタ１４０６のゲート配線と、高電位電源に接続された配線１４５１の電位より
も高い電位を与える配線とを短絡させ、且つ、第３のＰチャネル型トランジスタ１４０７
のゲート配線と、高電位電源に接続された配線１４５２の電位よりも高い電位を与える配
線とを短絡させるようにしてもよい。例えば、配線１４５１よりも配線１４５２の方が電
位が高い場合、第２のＰチャネル型トランジスタ１４０６のゲート配線と配線１４５２と
をショートさせてもよい。また、第１のＰチャネル型トランジスタ１４０５のゲートに、
ソースよりも高い電位を与えるようにしてもよい。
【０１３１】
　また、電源線に接続されている発光素子の一方の電極が陰極の場合、電源線に接続され
ている側がドレインであり、陰極に接続されている側がソースとなる。このため、発光素
子の陰極と、第１のＰチャネル型トランジスタ１４０５のゲート配線とを短絡（ショート
）させることにより、第１のＰチャネル型トランジスタ１４０５のゲートとソースを同電
位とすることができる。また、第１のＰチャネル型トランジスタ１４０５と第２のＰチャ
ネル型トランジスタ１４０６及び第３のＰチャネル型トランジスタ１４０７とを接続して
いる配線と、第２のＰチャネル型トランジスタ１４０６のゲート配線及び第３のＰチャネ
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ル型トランジスタ１４０７のゲート配線を共に短絡（ショート）させることにより、第２
のＰチャネル型トランジスタ１４０６のゲートとソース及び第３のＰチャネル型トランジ
スタ１４０７のゲートとソースを同電位とすることができる。また、第１のＰチャネル型
トランジスタ１４０５のゲートと、配線１４５１または配線１４５２とを短絡（ショート
）させることにより、第１のＰチャネル型トランジスタ１４０５をオフにしてもよい
この結果、発光素子１０１の両端がショートしても発光素子に電流が流れて発光しないよ
うにし、他の画素に所定の電位を与えることができる。
【０１３２】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、第２の
Ｐチャネル型トランジスタ１４０６及び第３のＰチャネル型トランジスタ１４０７のゲー
トに、ソースよりも高い電位を与えるようにしてもよい。また、第１のＰチャネル型トラ
ンジスタ１４０５のゲートに、ソースよりも高い電位を与えるようにしてもよい。
【０１３３】
　なお、図１４を用いて、第１～３のトランジスタ１４０５～１４０７が全てＰチャネル
型のときについて説明したが、これに限定されない。第１～３のトランジスタ１４０５～
１４０７が全てＮチャネル型でもよいし、これらのうち１個または２個のトランジスタが
Ｎチャネル型のときにも本発明は適用することができる。
【０１３４】
　次に、図１５に示すような発光素子１０１と電源線との接続関係の場合について説明す
る。１５０６、１５０７、１５０８は、全てＰチャネル型トランジスタを示している。
【０１３５】
　発光素子の他方の電極１０８よりも配線１５５１、配線１５５２の方が電位が高く、電
源線に接続されている発光素子の一方の電極が陽極の場合、電源線に接続されている側が
ソースであり、陽極に接続されている側がドレインとなるため、配線１５５１と第２のＰ
チャネル型トランジスタ１５０７のゲート配線、及び配線１５５２と第３のＰチャネル型
トランジスタ１５０８のゲート配線とを短絡（ショート）させることにより、第２のＰチ
ャネル型トランジスタ１５０７のゲートとソース、及び第３のＰチャネル型トランジスタ
１５０８のゲートとソースを同電位とすることができる。また、第１のＰチャネル型トラ
ンジスタ１５０６と第２のＰチャネル型トランジスタ１５０７とを接続している配線また
は配線１５５１と、第１のＰチャネル型トランジスタ１５０６のゲート配線とを短絡（シ
ョート）させることにより、第１のＰチャネル型トランジスタ１５０６のゲートとソース
を同電位とすることができる。この結果、発光素子１０１の両端がショートしても発光素
子に電流が流れて発光しないようにし、他の画素に所定の電位を与えることができる。
【０１３６】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、第１の
Ｐチャネル型トランジスタ１５０６または第２のＰチャネル型トランジスタ１５０７、及
び第３のＰチャネル型トランジスタ１５０８のゲートに、ソースよりも高い電位を与える
ようにしてもよい。すなわち、第１のＰチャネル型トランジスタ１５０６または第２のＰ
チャネル型トランジスタ１５０７のゲート配線と、高電位電源に接続された配線１５５１
の電位よりも高い電位を与える配線とを短絡させ、且つ、第３のＰチャネル型トランジス
タ１５０８のゲート配線と、高電位電源に接続された配線１５５２の電位よりも高い電位
を与える配線とを短絡させるようにしてもよい。
【０１３７】
　また、電源線に接続されている発光素子の一方の電極が陰極の場合、電源線に接続され
ている側がドレインであり、陰極に接続されている側がソースとなる。このため、発光素
子の陰極と第１のＰチャネル型トランジスタ１５０６のゲート配線とを短絡（ショート）
させるか、第２のＰチャネル型トランジスタ１５０７のゲート配線と、第１のＰチャネル
型トランジスタ１５０６及び第２のＰチャネル型トランジスタ１５０７とを接続している
配線とを短絡（ショート）させることにより、配線１５５１と発光素子１０１の陽極との
間で電流が流れる経路を断つことができる。さらに、発光素子の陰極と第３のＰチャネル
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型トランジスタ１５０８のゲート配線とを短絡（ショート）させることにより、
配線１５５２と発光素子１０１の陽極との間で電流が流れる経路を断つことができる。こ
の結果、発光素子１０１の両端がショートしても発光素子に電流が流れて発光しないよう
にし、他の画素に所定の電位を与えることができる。
【０１３８】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、第１の
Ｐチャネル型トランジスタ１５０６または第２のＰチャネル型トランジスタ１５０７のゲ
ートに、ソースよりも高い電位を与えるようにし、且つ、第３のＰチャネル型トランジス
タ１５０８のゲートに、ソースよりも高い電位を与えるようにしてもよい。
【０１３９】
　なお、図１５を用いて、第１～３のトランジスタ１５０６～１５０８が全てＰチャネル
型のときについて説明したが、これに限定されない。第１～３のトランジスタ１５０６～
１５０８が全てＮチャネル型でもよいし、これらのうち１個または２個のトランジスタが
Ｎチャネル型のときにも本発明は適用することができる。
【０１４０】
　以上、本実施の形態では、発光素子に接続されたトランジスタを常時オフにするように
する方法について説明したが、発光素子に電位を与える電流の経路が図１３～１５のよう
に複数有る場合は、実施の形態１、２で述べた方法と本実施の形態で述べた方法を組み合
わせて使用することが可能である。例えば、図１５において、配線１５５１に接続されて
いる電流の経路については領域１５０２または領域１５０４にレーザーを照射して配線を
カットし、配線１５５２に接続されている電流の経路については、第３のトランジスタ１
５０８のゲートとソースの電位を同電位にするようにし、第３のトランジスタ１５０８が
常時オフになるようにすることもできる。
【０１４１】
（実施の形態５）
　本実施の形態では、発光素子と、当該発光素子に電位を与える電源線との間において、
前記発光素子に接続されたトランジスタが常時オフになるようにする方法について図４を
用いながら説明する。なお、図４は、図１におけるスイッチング用トランジスタ１０３が
Ｐチャネル型に置き換わっていること以外、図１と全く同じであるため、ここでは接続関
係などについての説明を省略する。
【０１４２】
　実施の形態１で説明したように、駆動用のトランジスタ１０２はＰチャネル型であり、
電源線に接続されている発光素子の一方の電極は陽極である。つまり、電源線に接続され
ている側がソースであり、陽極に接続されている側がドレインとなる。したがって、より
具体的には、電源線１０５と駆動用のトランジスタ１０２のゲート配線とを短絡（ショー
ト）させることにより、駆動用のトランジスタ１０２のゲートとソースを同電位とするこ
とができる。この結果、発光素子１０１の両端がショートしても、発光素子に電流が流れ
て発光しないようにしたり、他の画素に所定の電位を与えることができる。なお、ゲート
とソースとを同電位とする駆動用のトランジスタ１０２は、エンハンスメント型であるこ
とが望ましい。
【０１４３】
　また、発光素子に接続されているトランジスタを常時オフにする別の例として、Ｐチャ
ネル型の駆動用のトランジスタ１０２のゲートに、ソースよりも高い電位を与えるように
してもよい。すなわち、駆動用のトランジスタ１０２のゲート配線と、高電位電源に接続
された電源線１０５の電位よりも高い電位を与える配線とを短絡させるようにしてもよい
。この方法に関する具体例を説明する。
【０１４４】
　本実施の形態ではスイッチング用トランジスタ１０３がＰチャネル型であるため、スイ
ッチング用トランジスタ１０３のゲートに接続されているゲート信号線１０７には、通常
スイッチング用トランジスタ１０３をオフにすべくＨｉの信号が与えられている。したが
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って、ゲート信号線１０７に通常与えられている電位を、電源線１０５の電位よりも高い
電位に設定し、ゲート信号線１０７と駆動用のトランジスタ１０２のゲート配線とを短絡
させることにより、駆動用のトランジスタ１０２を強制的にオフにさせることができる。
【０１４５】
　なお、短絡させる方法については、公知の方法を用いればよい。例えば、ゲート信号線
１０７と駆動用のトランジスタ１０２のゲート配線とが絶縁膜を介して上下に重なってい
る箇所に対して任意の波長のレーザー光を照射する。レーザー光の照射により、当該照射
領域における絶縁膜は破壊され、照射領域周辺においてゲート信号線１０７と駆動用のト
ランジスタ１０２のゲート配線とを接続することができる。なお、レーザーの種類や、エ
ネルギー密度、パルス幅といった照射条件についても特に限定されるものではない。また
、レーザー光の発振方式は、パルス発振方式でもよいし、連続発振方式でもよい。また、
レーザー光は、発光素子が設けられている側（基板上面側）から照射してもよいし、その
逆側（基板下面側）から照射してもよい。ただし、レーザー光を上面側から照射するとき
は、陰極１０８を透過させる必要があるので、下面側から照射することが望ましい。
【０１４６】
　なお、実施の形態１で説明した図１２～１５のように、電源線と陽極との間に駆動用の
トランジスタ１０２以外のトランジスタが配置されている場合もある。この場合も、本実
施の形態で説明した方法を用い、電源線と陽極との間に接続されたトランジスタの少なく
とも一つが常にオフするようにし、発光素子の一方の電極に電流が流れ込まないようにす
ればよい。
【０１４７】
　また、本実施の形態では駆動用のトランジスタ１０２がＰチャネル型の場合について説
明したが、本方法は駆動用のトランジスタ１０２がＮチャネル型の場合にも適用すること
が可能である。
【０１４８】
　また、本実施の形態ではスイッチング用トランジスタ１０３がＰチャネル型の場合につ
いて説明したが、本方法はスイッチング用トランジスタ１０３がＮチャネル型の場合にも
適用することが可能である。
【０１４９】
（実施の形態６）
　本実施の形態では、欠陥画素を簡便に修復できる表示装置の画素部の構成について説明
する。
【０１５０】
　図１７に、１画素分のレイアウトの一例を示す。また、図１７において波線で示した部
分の拡大図を図５（Ａ）に示す。また、図５（Ｂ）は、図５（Ａ）において、Ａ－Ａ´方
向に切断したときの断面図である。なお、本画素構成の等価回路は、図１に対応している
。
【０１５１】
　図５（Ａ）、図５（Ｂ）において、５０１は発光素子の一方の電極（陽極）、５０２は
配線、５０３は駆動用のトランジスタ１０２の活性層、５０４は駆動用のトランジスタ１
０２のゲート電極も兼ねるゲート配線、５２１は基板、５２２は下地膜、５２３は駆動用
のトランジスタ１０２のゲート絶縁膜、５２４は層間絶縁膜、５２５は層間絶縁膜を示し
ている。なお、これらを構成する材料は公知のものを用いればよく、具体例を以下に説明
するが、以下に説明する具体例に限定されるものではない。
【０１５２】
　基板５２１は、バリウムホウケイ酸ガラスや、アルミノホウケイ酸ガラスなどのガラス
基板、石英基板、セラミック基板、プラスチック等の可撓性を有する合成樹脂からなる基
板等を用いることができる。
【０１５３】
　下地膜５２２は、酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化窒化珪素膜、窒化酸化珪素膜のいずれ
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か一を用いる単層構造としてもよいし、これらを適宜積層する構造としてもよい。例えば
、下地膜として、基板５２１上に窒化酸化珪素膜、酸化窒化珪素膜を順に積層する構成と
すればよい。この場合、下地膜が透明となり、レーザー光を透過させることが出来る。し
たがって、下地膜上に形成される配線または半導体層のみカットしたり配線間などをショ
ートさせることができる。なお、本明細書中において、酸化窒化珪素とは酸素の組成比が
窒素の組成比より大きい物質のことを指し、窒素を含む酸化珪素ということもできる。ま
た、本明細書中において、窒化酸化珪素とは窒素の組成比が酸素の組成比より大きい物質
のことを指し、酸素を含む窒化珪素ということもできる。
【０１５４】
　活性層５０３は、非晶質半導体膜、微結晶半導体膜、結晶性半導体膜などを用いること
ができる。また、半導体膜の材料に限定はないが、好ましくはシリコンまたはシリコンゲ
ルマニウム（ＳｉＧｅ）を用いるとよい。また、駆動用のトランジスタ１０２の活性層５
０３は、ソース領域、ドレイン領域、及びチャネル形成領域を少なくとも有し、ソース領
域、ドレイン領域には、ｐ型の導電型を付与する不純物が含まれている。また、活性層５
０３はゲート電極にＬＤＤ領域がオーバーラップしている構造や、ゲート電極にＬＤＤ領
域が重ならない構造、またはオフセット構造を有していてもよい。例えば、駆動用のトラ
ンジスタ１０２はＮチャネル型、Ｐチャネル型のいずれの場合でもゲート電極にＬＤＤ領
域がオーバーラップしている構造が好ましい。また、スイッチング用トランジスタ１０３
は、Ｎチャネル型、Ｐチャネル型のいずれの場合でもゲート電極にＬＤＤ領域が重ならな
い構造であることが好ましい。
【０１５５】
　ゲート絶縁膜５２３は、酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化窒化珪素膜、窒化酸化珪素膜の
いずれか一を用いる単層構造としてもよいし、これらを適宜積層する構造としてもよい。
例えば、単層構造とする場合は酸化珪素膜を用い、積層構造とする場合は酸化窒化珪素膜
窒化酸化珪素膜を順に積層する構成とすればよい。
【０１５６】
ゲート配線５０４は、Ａｌ、Ｍｏ、Ｔｉ、ＮｄまたはＷ等の金属若しくはその合金、また
はその金属窒化物を使用することができ、これらの金属の単層構造としてもよいし、積層
構造としてもよい。また、導電膜としてポリシリコン膜を用いてもよい。
【０１５７】
　層間絶縁膜５２４は、酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化窒化珪素膜、窒化酸化珪素膜のい
ずれか一を用いる単層構造としてもよいし、これらを適宜積層する構造としてもよい。な
お、ゲート配線５０４としてモリブデン（Ｍｏ）を用いているときは、ゲート配線５０４
に接して層間絶縁膜５２４として窒化珪素膜を用いることが好ましい。
【０１５８】
　配線５０２、電源線１０５は、Ａｇ、Ａｕ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｐｔ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｒｈ、Ｗ
、Ａｌ、Ｔａ、Ｍｏ、Ｃｄ、Ｚｎ、Ｆｅ、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｂａ、Ｎｄ等の金属若しくはその
合金、またはその金属窒化物を用いて形成する。また、Ｓｉ、Ｇｅなどの半導体材料を用
いることもできる。また、これらの積層構造としてもよい。なお、配線５０２や電源線１
０５として低融点の金属材料を用いることは、配線５０２や電源線１０５を後にレーザー
照射によってカットすることが容易になるため、本発明に最適である。
【０１５９】
　層間絶縁膜５２５は、酸化珪素、窒化珪素、酸化窒化珪素、酸化アルミニウム、窒化ア
ルミニウム、酸窒化アルミニウムその他の無機絶縁性材料、又はアクリル酸、メタクリル
酸及びこれらの誘導体、又はポリイミド（ｐｏｌｙｉｍｉｄｅ）、芳香族ポリアミド、ポ
リベンゾイミダゾール（ｐｏｌｙｂｅｎｚｉｍｉｄａｚｏｌｅ）などの耐熱性高分子、又
はシロキサン系材料を出発材料として形成された珪素、酸素、水素からなる化合物のうち
Ｓｉ－Ｏ－Ｓｉ結合を含む無機シロキサン、珪素と結合された水素がメチル基やフェニル
基のような有機基によって置換された有機シロキサン系の絶縁性材料を用いることができ
る。アクリル、ポリイミド等の感光性、非感光性の材料を用いて形成してもよい。また、
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これらの材料からなる層を積層させてもよい。また、図１６に示すように、層間絶縁膜５
２５を設けず、コンタクトホールを介さずに発光素子の一方の電極５０１と配線５０２と
を直接接続する構成としてもよい。
【０１６０】
　次に、本実施の形態における表示装置の構造について説明する。
【０１６１】
　電源線１０５は、駆動用のトランジスタ１０２とコンタクトホールを介して接続するた
めに、電源線は各画素（行）ごとに一部突出した形状を有している。また、電源線が一部
突出している領域において、一部の幅が狭くなった形状（図５における領域５１５の部分
）を有している。この場合、領域５１５における電源線１０５の縦幅（Ｙ５５）を３μｍ
以下にすることが好ましい。また、領域５１５における電源線１０５の横幅（Ｘ５５）を
４μｍ以上にすることが好ましい。このようにすることで、レーザーショットの断面（ス
ポット）の形状や大きさとの関係から、欠陥を修復するのに必要な箇所のみカットするこ
とができるため、電源線１０５自体が断線して他の画素に影響を与えることがない。また
、他の配線がショートして他の回路に影響を与えることを防止することもできる。
【０１６２】
　このような形状の電源線１０５を有することにより、領域５１５にレーザーを照射して
電源線１０５を容易に切断することができる。すなわち、どの画素において欠陥画素が生
じても、他の画素に影響を与えることなく欠陥のみを容易に修正することができる。
【０１６３】
　また、駆動用のトランジスタ１０２の活性層５０３は、配線５０２やゲート配線５０４
、電源線１０５に覆われていない領域５１３、５１４を有する。この領域５１３、５１４
を、駆動用のトランジスタ１０２のチャネル幅方向に対して平行な方向の長さを小さくす
るようにしておき、領域５１３または領域５１４にレーザーを照射することによって、活
性層５０３を切断するようにしてもよい。この場合、駆動用のトランジスタ１０２のチャ
ネル幅方向に対して平行な方向の長さ（Ｙ５３、Ｙ５４）を３μｍ以下にすることが好ま
しい。また、駆動用のトランジスタ１０２のチャネル長方向に対して平行な方向の長さ（
Ｘ５３、Ｘ５４）を４μｍ以上にすることが好ましい。
【０１６４】
　また、活性層５０３と発光素子の一方の電極（陽極）５０１とを接続するための配線５
０２において、配線５０２と活性層５０３とが接続されるコンタクトホールと、配線５０
２と発光素子の一方の電極（陽極）５０１とが接続されるコンタクトホールとの間の配線
５０２の一部の幅が狭くなるようにしてもよい。この場合、配線５０２の一部の縦幅（Ｙ
５２）を３μｍ以下にすることが好ましい。また、配線５０２の一部の横幅（Ｘ５２）を
４μｍ以上にすることが好ましい。
【０１６５】
　このような形状の配線５０２を有することにより、領域５１２にレーザーを照射して配
線５０２を容易に切断することができる。すなわち、どの画素において欠陥画素が生じて
も、他の画素に影響を与えることなく欠陥のみを容易に修正することができる。
【０１６６】
　また、発光素子の一方の電極（陽極）５０１において、配線５０２と重なっている箇所
に隣接する領域の幅を一部狭くなるようにしてもよい。この場合、発光素子の一方の電極
（陽極）５０１の一部の縦幅（Ｙ５１）を３μｍ以下にすることが好ましい。また、発光
素子の一方の電極（陽極）５０１の一部の横幅（Ｘ５１）を４μｍ以上にすることが好ま
しい。
【０１６７】
　このような形状の発光素子の一方の電極（陽極）５０１を有することにより、領域５１
１にレーザーを照射して発光素子の一方の電極（陽極）５０１を容易に切断することがで
きる。すなわち、どの画素において欠陥画素が生じても、他の画素に影響を与えることな
く欠陥のみを容易に修正することができる。
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【０１６８】
　また、図５ではゲート電極が半導体活性層に対して上部にある構成（トップゲート型）
を示したが、図９に示すようなゲート電極が半導体活性層に対して下部にある構成の場合
においても、レーザー照射により領域５１１～５１５の少なくともいずれか一を容易に切
断することができる。
【０１６９】
　また、アモルファスシリコンを半導体層に用いたボトムゲート構造のトランジスタを用
いた構成の場合においても、本発明は適用することができる。例えば、図１９に示すよう
な逆スタガ型のチャネルエッチ構造のトランジスタ、図２０に示すようなチャネル保護構
造のトランジスタにおいても、レーザー照射により領域５１１～５１５の少なくともいず
れか一を容易に切断することができる。なお、図２０において、絶縁膜５１６がチャネル
を保護する膜として機能している。
【０１７０】
（実施の形態７）
　本実施の形態では、欠陥画素を簡便に修復できる表示装置の画素部の別の構成について
説明する。
【０１７１】
　図６に、１画素のレイアウトの上面図を示す。なお、本画素構成の等価回路は、図１に
対応している。
【０１７２】
　駆動用のトランジスタ１０２の活性層５０３は、配線５０２や電源線１０５に覆われて
いない領域６１２を有する。この領域６１２を、電源線１０５に対して平行な方向の長さ
を小さくするようにしておき、領域６１２にレーザーを照射することによって、活性層５
０３を切断するようにしてもよい。この場合、電源線１０５に対して平行な方向の長さ（
Ｙ６２）を３μｍ以下にすることが好ましい。また、電源線１０５に対して垂直な方向の
長さ（Ｘ６２）を４μｍ以上にすることが好ましい。このようにすることで、レーザーシ
ョットの断面（スポット）の形状や大きさとの関係から、欠陥を修復するのに必要な箇所
のみカットすることができるため、領域６１２に隣接している電源線１０５自体が断線し
て他の画素に影響を与えることがない。また、他の配線がショートして他の回路に影響を
与えることを防止することもできる。
【０１７３】
　また、活性層５０３と発光素子の一方の電極（陽極）５０１とを接続するための配線５
０２において、配線５０２と活性層５０３とが接続されるコンタクトホールと、配線５０
２と発光素子の一方の電極（陽極）５０１とが接続されるコンタクトホールとの間の配線
５０２の一部の幅が狭くなるようにしてもよい。この場合、配線５０２の一部の縦幅（Ｙ
６１）を３μｍ以下にすることが好ましい。また、配線５０２の一部の横幅（Ｘ６１）を
４μｍ以上にすることが好ましい。
【０１７４】
　このような形状の配線５０２を有することにより、領域６１１にレーザーを照射して配
線５０２を容易に切断することができる。すなわち、どの画素において欠陥画素が生じて
も、他の画素に影響を与えることなく欠陥のみを容易に修正することができる。
【０１７５】
（実施の形態８）
　本実施の形態では、欠陥画素を簡便に修復できる表示装置の画素部の別の構成について
説明する。
【０１７６】
　図７に、１画素のレイアウトの上面図を示す。なお、本画素構成の等価回路は、図１に
対応しており、駆動用のトランジスタ１０２はＰチャネル型であるものとする。また、駆
動用のトランジスタ１０２は、電源線１０５と接続されている側がソースであり、発光素
子の一方の電極（陽極）５０１に接続されている側がドレインであるものとする。
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【０１７７】
　電源線１０５は、概略直線形状であるが、各画素（行）ごとに対応して、凹部を有して
いる。さらに、この凹部の箇所には、活性層５０３に接続するために一部突出した領域を
有し、且つ、前記突出した領域の一部の幅が狭くなった形状を有している。この場合、領
域７１２における電源線１０５の縦幅（Ｙ７２）を３μｍ以下にすることが好ましい。ま
た、領域７１２における電源線１０５の横幅（Ｘ７２）を４μｍ以上にすることが好まし
い。
【０１７８】
　このような形状の電源線１０５を有することにより、領域７１２にレーザーを照射して
電源線１０５を容易に切断することができる。すなわち、どの画素において欠陥画素が生
じても、他の画素に影響を与えることなく欠陥のみを容易に修正することができる。なお
、図５に示した構造では、電源線１０５の一部が突出しているためにレイアウト面積が大
きくなり開口率が犠牲になってしまうが、図７に示した構造のように電源線に凸部が設け
られていることにより、開口率を犠牲にせずに配線５０２を容易に切断する構成を得るこ
とができる。
【０１７９】
　また、ゲート配線５０４は、層間絶縁膜を介して電源線１０５と重なっている。この重
なっている領域の一部、例えば領域７１３に対してレーザーを照射することにより、ゲー
ト配線５０４と電源線１０５とを短絡させてもよい。すなわち、ゲート配線５０４と、電
源線１０５とを短絡させることによって駆動用のトランジスタ１０２のゲートとソースが
同電位になるため、駆動用のトランジスタ１０２はオフになり、発光素子がショートして
も電流が流れず、画素不良の欠陥を容易に修正することができる。
【０１８０】
　また、駆動用のトランジスタ１０２の活性層５０３は、配線５０２やゲート配線５０４
、電源線１０５に覆われていない領域７２１、７２２を有する。この領域７２１、７２２
を、駆動用のトランジスタ１０２のチャネル幅方向に対して平行な方向の長さを小さくす
るようにしておき、領域７２１または領域７２２にレーザーを照射することによって、活
性層５０３を切断するようにしてもよい。この場合、駆動用のトランジスタ１０２のチャ
ネル幅方向に対して平行な方向の長さ（Ｙ７３、Ｙ７４）を３μｍ以下にすることが好ま
しい。また、駆動用のトランジスタ１０２のチャネル長方向に対して平行な方向の長さ（
Ｘ７３、Ｘ７４）を４μｍ以上にすることが好ましい。
【０１８１】
　また、活性層５０３と発光素子の一方の電極（陽極）５０１とを接続するための配線５
０２において、配線５０２と活性層５０３とが接続されるコンタクトホールと、配線５０
２と発光素子の一方の電極（陽極）５０１とが接続されるコンタクトホールとの間の配線
５０２の一部の幅が狭くなるようにしてもよい。この場合、配線５０２の一部の縦幅（Ｙ
７１）を３μｍ以下にすることが好ましい。また、配線５０２の一部の横幅（Ｘ７１）を
４μｍ以上にすることが好ましい。　
【０１８２】
　このような形状の配線５０２を有することにより、領域７１１にレーザーを照射して配
線５０２を容易に切断することができる。すなわち、どの画素において欠陥画素が生じて
も、他の画素に影響を与えることなく欠陥のみを容易に修正することができる。
【０１８３】
（実施の形態９）
　本実施の形態では、欠陥画素を簡便に修復できる表示装置の画素部の別の構成について
説明する。
【０１８４】
　図１８に、１画素のレイアウトの上面図を示す。なお、本画素構成の等価回路は、図１
３において配線１３５１と配線１３５２とが同じ電源に接続されている場合に対応してお
り、発光素子の一方の電極５０１は、互いに並列に接続された第１のトランジスタと第２
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のトランジスタを介して電源線１０５に接続されている。
【０１８５】
　電源線１０５は、概略直線形状であるが、各画素（行）ごとに対応して、凸部を２箇所
有している。この凸部は、一部の幅が狭くなった形状を有している。この場合、領域１８
０１及び領域１８０５における電源線１０５の縦幅（Ｙ）を３μｍ以下にすることが好ま
しい。また、領域７１２における電源線１０５の横幅（Ｘ）を４μｍ以上にすることが好
ましい。
【０１８６】
　このような形状の電源線１０５を有することにより、領域１８０１及び領域１８０５に
レーザーを照射して電源線１０５を容易に切断することができる。すなわち、どの画素に
おいて欠陥画素が生じても、他の画素に影響を与えることなく欠陥のみを容易に修正する
ことができる。
【０１８７】
　また、ゲート配線５０４は、層間絶縁膜を介して電源線１０５と重なっている。このた
め、第１のトランジスタ及び第２のトランジスタがＰチャネル型で、且つ、発光素子の一
方の電極５０１が陽極の場合、または、第１のトランジスタ及び第２のトランジスタがＮ
チャネル型で、且つ、発光素子の一方の電極５０１が陰極の場合、ゲート配線５０４と電
源線１０５とが重なっている領域の一部、例えば領域１８０８に対してレーザーを照射す
ることにより、ゲート配線５０４と電源線１０５とを短絡させてもよい。すなわち、ゲー
ト配線５０４と、電源線１０５とを短絡させることによって第１のトランジスタ及び第２
のトランジスタのゲートとソースが同電位になるため、各トランジスタはオフになり、発
光素子がショートしても電流が流れず、画素不良の欠陥を容易に修正することができる。
【０１８８】
　また、第１及び第２のトランジスタの活性層５０３に対して、領域１８０２及び領域１
８０４の双方に対してレーザー照射を行い、活性層をカットするようにしてもよい。また
、領域１８０３に対してレーザー照射を行えば、照射箇所が１箇所でよいため、歩留まり
向上の点で好ましい。なお、領域１８０２及び領域１８０４の横幅（Ｘ）は３μｍ以下に
し、
縦幅（Ｙ）を４μｍ以上にすることが好ましい。
【０１８９】
　このような形状の活性層５０３を有することにより、領域領域１８０２及び領域１８０
４の双方、または領域１８０３にレーザーを照射して活性層５０３を容易に切断すること
ができる。すなわち、どの画素において欠陥画素が生じても、他の画素に影響を与えるこ
となく欠陥のみを容易に修正することができる。
【０１９０】
　なお、図１８においては、発光素子の一方の電極５０１と第１及び第２のトランジスタ
の活性層５０３とが直接接続されているが、図３５に示すように、発光素子の一方の電極
５０１と第１及び第２のトランジスタの活性層５０３との間に配線１８０６が設けられて
いてもよい。このとき、配線１８０６は、電源線１０５を形成する際に同時に作製するこ
とができる。また、配線１８０６は、欠陥画素が生じたときに簡便に修正することができ
る構造とする。すなわち、配線１８０６は、発光素子の一方の電極５０１と配線１８０６
とが接続される領域と、配線１８０６と第１及び第２のトランジスタの活性層５０３とが
接続される領域との間における配線１８０６の一部の幅が細くなった構造としている。配
線１８０６が一部細くなっている領域１８０７の幅は３μｍ以下にすることが好ましい。
【０１９１】
（実施の形態１０）
　本実施の形態では、欠陥画素を簡便に修復できる表示装置の画素部の別の構成について
説明する。
【０１９２】
　図３６（Ａ）に表示装置の画素部における１画素の一部に相当するレイアウトを示す。
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図３６（Ａ）は、画素電極（発光素子の有する一対の電極のうちの一方の電極）と電源線
との接続関係を示す上面図であり、図３６（Ｂ）は、図３６（Ａ）においてＡ－Ａ´方向
に切断したときの断面図である。また、図３６（Ａ）に示す上面図を等価回路に表すと、
図１２に相当する。すなわち、図３６（Ａ）、図３６（Ｂ）は、画素電極（発光素子の有
する一対の電極のうちの一方の電極）と電源線との間に、直列に接続された２つのトラン
ジスタを有する構成を示している。
【０１９３】
　図３６（Ａ）は、実施の形態６で説明した図５（Ａ）におけるゲート配線５０４と駆動
用のトランジスタの活性層５０３との重なりが１つであるのに対し、２つである点で異な
るが、それ以外の構成については同じである。このため、本実施の形態では図５との違い
に関してのみ説明する。本実施の形態では、上面から見て２つのゲート配線との間に挟ま
れた活性層５０３の領域の幅Ｙ５４を狭く（細く）した形状としている。この活性層５０
３の領域の幅は、３μｍ以下とすることが好ましい。
【０１９４】
　このような形状の活性層５０３を有する表示装置は、どの画素において欠陥画素が生じ
ても、他の画素に影響を与えることなく欠陥を容易に修正することができる。
【０１９５】
（実施の形態１１）
　本実施の形態では、欠陥画素を簡便に修復できる表示装置の画素部の別の構成について
説明する。
【０１９６】
　図３７（Ａ）に表示装置の画素部における１画素の一部に相当するレイアウトを示す。
図３７（Ａ）は、画素電極（発光素子の有する一対の電極のうちの一方の電極）と電源線
との接続関係を示す上面図であり、図３７（Ｂ）は、図３７（Ａ）においてＡ－Ａ´方向
に切断したときの断面図である。また、図３７（Ａ）に示す上面図を等価回路に表すと、
図１２に相当し、図３６（Ａ）と同様に、画素電極（発光素子の有する一対の電極のうち
の一方の電極）と電源線との間に、直列に接続された２つのトランジスタを有する構成を
示している。
【０１９７】
　図３７（Ａ）は、実施の形態１０で説明した図３６（Ａ）における活性層５０３が２つ
に分割され、当該二つの活性層が配線５３１を介して接続された構成となっている点で図
３６（Ａ）と異なるが、それ以外の構成については同じである。このため、本実施の形態
では図３６（Ａ）との違いに関してのみ説明する。本実施の形態では、上面から見て２つ
のゲート配線との間に挟まれ、且つ配線５３１と重ならない活性層５０３の領域の幅Ｙ５
６、Ｙ５８を狭く（細く）した形状としている。この活性層５０３の領域の幅は、３μｍ
以下とすることが好ましい。また、この活性層５０３の領域の幅Ｙ５６、Ｙ５８は、共に
狭くした形状としてもよいし、どちらか一方でもよい。
【０１９８】
　また、活性層５０３の領域の幅の少なくとも一部を狭く（細く）する形状とする代わり
に、上面から見て２つの活性層と重ならない配線５３１の領域の幅を狭く（細く）した形
状としてもよい。この配線５３１の領域の幅Ｙ５７は、３μｍ以下とすることが好ましい
。
【０１９９】
　上述したような形状の活性層５０３または配線５３１を有する表示装置は、どの画素に
おいて欠陥画素が生じても、他の画素に影響を与えることなく欠陥を容易に修正すること
ができる。
【０２００】
（実施の形態１２）
　本実施の形態では、欠陥画素を簡便に修復できる表示装置の画素部の別の構成について
説明する。
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【０２０１】
　図３８に表示装置の画素部における１画素の一部に相当するレイアウトを示す。図３８
は、画素電極と電源線との接続関係を示す上面図である。また、図３８（Ａ）に示す上面
図を等価回路に表すと、図１３に相当し、画素電極（発光素子の有する一対の電極のうち
の一方の電極）と電源線との間において、発光素子の一方の電極に接続された２つのトラ
ンジスタを少なくとも有する構成を示している。
【０２０２】
　活性層１３６５を有するトランジスタ１３０４のソースまたはドレインの一方及び活性
層１３６６を有するトランジスタ１３０５のソースまたはドレインの一方は、配線１３６
２を介して互いに接続されている。また、配線１３６２は発光素子１０１の一方の電極１
３６１（画素電極）に接続されている。また、トランジスタ１３０４のソースまたはドレ
インの他方は、配線１３５１に接続され、トランジスタ１３０５のソースまたはドレイン
の他方は、配線１３５２に接続されている。
【０２０３】
　本実施の形態では、上面から見て配線１３６２、ゲート配線１３６３、及び配線１３５
１と重ならない活性層１３６５の領域の幅Ｙ１０３、Ｙ１０４、または活性層１３６５と
重ならない配線１３５１の幅Ｙ１０７を狭く（細く）した形状としている。このとき、活
性層１３６５の領域の幅Ｙ１０３、Ｙ１０４、または配線１３５１の幅Ｙ１０７は、３μ
ｍ以下とすることが好ましい。また、この幅Ｙ１０３、Ｙ１０４、Ｙ１０７は、これら全
ての幅を狭くした形状としてもよいが、少なくとも一つが上記形状となっていればよい。
【０２０４】
　また、本実施の形態では、上面から見て配線１３６２、ゲート配線１３６４、及び配線
１３５２と重ならない活性層１３６６の領域の幅Ｙ１０５、Ｙ１０６、または活性層１３
６６と重ならない配線１３５２の幅Ｙ１０８を狭く（細く）した形状としている。このと
き、活性層５０３の領域の幅Ｙ１０５、Ｙ１０６、または活性層１３６６と重ならない配
線１３５２の幅Ｙ１０８は、３μｍ以下とすることが好ましい。また、この幅Ｙ１０５、
Ｙ１０６、Ｙ１０８は、これら全ての幅を狭くした形状としてもよいが、少なくとも一つ
が上記形状となっていればよい。
【０２０５】
　また、幅Ｙ１０３、Ｙ１０４、Ｙ１０７、及び幅Ｙ１０５、Ｙ１０６、Ｙ１０８を共に
狭く（細く）する形状とする代わりに、上面から見て発光素子１０１の一方の電極１３６
１と配線１３６２とが重ならない領域の近傍における配線１３６２の幅Ｙ１０２または発
光素子１０１の一方の電極１３６１の幅Ｙ１０１を狭く（細く）した形状としてもよい。
欠陥画素を修復する際に、前者の構成より後者の構成を採用することにより、配線などを
切断する箇所が１箇所でよいため好ましい。また、この配線１３６２の幅Ｙ１０２または
発光素子１０１の一方の電極１３６１の幅Ｙ１０１は、３μｍ以下とすることが好ましい
。
【０２０６】
　上述したような形状の発光素子１０１の一方の電極１３６１、配線１３６２、活性層１
３６５、活性層１３６６、配線１３５１、配線１３５２を有する表示装置は、どの画素に
おいて欠陥画素が生じても、他の画素に影響を与えることなく欠陥を容易に修正すること
ができる。
【０２０７】
（実施の形態１３）
　本実施の形態では、欠陥画素を簡便に修復できる表示装置の画素部の別の構成について
説明する。
【０２０８】
　図３９に表示装置の画素部における１画素の一部に相当するレイアウトを示す。図３９
は、画素電極（発光素子の有する一対の電極のうちの一方の電極）と電源線との接続関係
を示す上面図である。また、図３９に示す上面図を等価回路に表すと、図１３に相当し、
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図３８と同様に、発光素子の一方の電極に接続された２つのトランジスタを有する構成を
示している。
【０２０９】
　図３９は、実施の形態１０で説明した図３８における２つの活性層１３６５、１３６６
が一つの活性層１３７２に置換された構成となっている点で図３８と異なるが、それ以外
の構成については同じである。このため、本実施の形態では図３８との違いに関してのみ
説明する。本実施の形態では、幅Ｙ１１３、Ｙ１１４、及び幅Ｙ１１５、Ｙ１１６を共に
狭く（細く）する形状とすればよい。また、この構成の代わりに、幅Ｙ１１１またはＹ１
１２を狭く（細く）した形状としてもよい。欠陥画素を修復する際に、前者の構成より後
者の構成を採用することにより、配線などを切断する箇所が１箇所でよいため好ましい。
また、幅Ｙ１０３、Ｙ１０４、Ｙ１０７、及び幅Ｙ１０５、Ｙ１０６、Ｙ１０８は、それ
ぞれ３μｍ以下とすることが好ましい。
【０２１０】
　上述したような形状の発光素子１０１の一方の電極１３６１、配線１３７１、活性層１
３７２、配線１３５１、配線１３５２を有する表示装置は、どの画素において欠陥画素が
生じても、他の画素に影響を与えることなく欠陥を容易に修正することができる。
【０２１１】
（実施の形態１４）
　本実施の形態では、欠陥画素を簡便に修復できる表示装置の画素部の別の構成について
説明する。
【０２１２】
　図４０に表示装置の画素部における１画素の一部に相当するレイアウトを示す。図４０
は、画素電極と電源線との接続関係を示す上面図である。また、図４０に示す上面図を等
価回路に表すと、図１４に相当し、画素電極と電源線との間において、発光素子の一方の
電極に接続されたトランジスタ１４０５と、当該トランジスタと接続された２つのトラン
ジスタ１４０６、１４０７とを少なくとも有する構成を示している。
【０２１３】
　図４０は、活性層１４６８を有するトランジスタ１４０６のソースまたはドレインの一
方及び活性層１４６９を有するトランジスタ１４０７のソースまたはドレインの一方が配
線１４６５を介して互いに接続されている。また、配線１４６５は、活性層１４６４を有
するトランジスタ１４０５のソースまたはドレインの一方に接続されている。また、トラ
ンジスタ１４０５のソースまたはドレインの他方は、配線１４６２を介して発光素子１０
１の一方の電極１４６１（画素電極）に接続されている。また、トランジスタ１４０６の
ソースまたはドレインの他方は、配線１４５１に接続され、トランジスタ１４０７のソー
スまたはドレインの他方は、配線１４５２に接続されている。
【０２１４】
　本実施の形態では、実施の形態１３で図３９を用いて説明したように、幅Ｙ１２６、Ｙ
１２７、Ｙ１２８の少なくとも一つ、及び幅Ｙ１２９、Ｙ１３０、Ｙ１３１の少なくとも
一つを狭く（細く）した形状としている。このとき、幅Ｙ１２６、Ｙ１２７、Ｙ１２８の
少なくとも一つ、及び幅Ｙ１２９、Ｙ１３０、Ｙ１３１の少なくとも一つは、３μｍ以下
とすることが好ましい。
【０２１５】
　また、幅Ｙ１２６、Ｙ１２７、Ｙ１２８の少なくとも一つ、及び幅Ｙ１２９、Ｙ１３０
、Ｙ１３１の少なくとも一つを狭く（細く）する形状とする代わりに、幅Ｙ１２１、Ｙ１
２２、Ｙ１２３、Ｙ１２４、Ｙ１２５の少なくとも一つを狭く（細く）した形状としても
よい。欠陥画素を修復する際に、前者の構成より後者の構成を採用することにより、配線
などを切断する箇所が１箇所でよいため好ましい。また、このとき幅Ｙ１２１、Ｙ１２２
、Ｙ１２３、Ｙ１２４、Ｙ１２５は、３μｍ以下とすることが好ましい。
【０２１６】
　上述したような形状の発光素子１０１の一方の電極１４６１、配線１４６２、活性層１
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４６４、配線１４６５、活性層１４６８、活性層１４６９、配線１４５１、配線１４５２
を有する表示装置は、どの画素において欠陥画素が生じても、他の画素に影響を与えるこ
となく欠陥を容易に修正することができる。
【０２１７】
（実施の形態１５）
　本実施の形態では、欠陥画素を簡便に修復できる表示装置の画素部の別の構成について
説明する。
【０２１８】
　図４１に表示装置の画素部における１画素の一部に相当するレイアウトを示す。図４１
は、画素電極と電源線との接続関係を示す上面図である。また、図４１に示す上面図を等
価回路に表すと、図１５に相当し、画素電極と電源線との間において、直列に接続された
トランジスタ１５０６、１５０７と、トランジスタ１５０８とが発光素子の一方の電極に
接続された構成を示している。
【０２１９】
　発光素子の一方の電極１５６１は、配線１５６２を介してトランジスタ１５０６の活性
層１５６５（ソースまたはドレインの一方）及びトランジスタ１５０８の活性層１５６６
（ソースまたはドレインの一方）に接続されている。また、トランジスタ１５０６のソー
スまたはドレインの他方は、配線１５７１を介してトランジスタ１５０７の活性層１５７
０（ソースまたはドレインの一方）に接続されている。また、トランジスタ１５０７のソ
ースまたはドレインの他方は、配線１５７２に接続されている。また、トランジスタ１５
０８のソースまたはドレインの他方は、配線１５６８に接続されている。
【０２２０】
　本実施の形態では、幅Ｙ１４３、Ｙ１４４、Ｙ１４７、Ｙ１４９，Ｙ１５０、Ｙ１５１
の少なくとも一つ、及び幅Ｙ１４５、Ｙ１４６、Ｙ１４８の少なくとも一つを狭く（細く
）した形状としている。このとき、幅Ｙ１４３、Ｙ１４４、Ｙ１４７、Ｙ１４９，Ｙ１５
０、Ｙ１５１の少なくとも一つ、及び幅Ｙ１４５、Ｙ１４６、Ｙ１４８の少なくとも一つ
は、３μｍ以下とすることが好ましい。
【０２２１】
　また、幅Ｙ１４３、Ｙ１４４、Ｙ１４７、Ｙ１４９，Ｙ１５０、Ｙ１５１の少なくとも
一つ、及び幅Ｙ１４５、Ｙ１４６、Ｙ１４８の少なくとも一つを狭く（細く）する形状と
する代わりに、幅Ｙ１４１、Ｙ１４２の少なくとも一つを狭く（細く）した形状としても
よい。欠陥画素を修復する際に、前者の構成より後者の構成を採用することにより、配線
などを切断する箇所が１箇所でよいため好ましい。また、このとき幅Ｙ１４１、Ｙ１４２
は、３μｍ以下とすることが好ましい。
【０２２２】
　上述したような形状の発光素子１０１の一方の電極１５６１、配線１５６２、活性層１
５６５、活性層１５６６、配線１５６７、配線１５６８、活性層１５７０、配線１５７１
を有する表示装置は、どの画素において欠陥画素が生じても、他の画素に影響を与えるこ
となく欠陥を容易に修正することができる。
【０２２３】
（実施の形態１６）
　本実施の形態では、欠陥画素を簡便に修復できる表示装置の画素部の別の構成について
説明する。
【０２２４】
　図４２（Ａ）に表示装置の画素部における１画素の一部に相当するレイアウトを示す。
図４２（Ａ）は、画素電極（発光素子の有する一対の電極のうちの一方の電極）と電源線
との接続関係を示す上面図であり、図４２（Ｂ）は、図４２（Ａ）においてＡ－Ａ´方向
に切断したときの断面図である。また、図４２（Ａ）に示す上面図を等価回路に表すと図
１２に相当し、図３６（Ａ）、図３７（Ａ）と同様に、画素電極（発光素子の有する一対
の電極のうちの一方の電極）と電源線との間に、直列に接続された２つのトランジスタを
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少なくとも有する構成を示している。
【０２２５】
　画素電極４２０１は、配線４２０２を介して、活性層４２０４を有するトランジスタ１
２０４のソースまたはドレインの一方に接続されている。また、トランジスタ１２０４の
ソースまたはドレインの他方は、配線４２０５を介して活性層４２０６を有するトランジ
スタ１２０５のソースまたはドレインの一方に接続されている。また、トランジスタ１２
０５のソースまたはドレインの他方は、配線４２０７に接続されている。なお、図４２（
Ｂ）において、４２０８は１３族元素（または１５族元素）を含有する半導体膜を示して
おり、図４２（Ａ）においては配線４２０２、配線４２０５、配線４２０７の下に配置さ
れているため、図示されない。また、ゲート配線４２０３の下には基板が存在するが、本
図面では図示していない。
【０２２６】
　本実施の形態では、上面から見て、画素電極４２０１及び活性層４２０４と重ならない
配線４２０２の領域の幅Ｙ１６１を狭く（細く）した形状としている。この幅Ｙ１６１は
、３μｍ以下とすることが好ましい。
【０２２７】
　また、幅Ｙ１６１を狭く（細く）する形状とする代わりに、活性層４２０４及び活性層
４２０６と重ならない配線４２０５の領域の幅Ｙ１６２を狭く（細く）した形状としても
よい。この幅Ｙ１６２は、３μｍ以下とすることが好ましい。また、幅Ｙ１６１、Ｙ１６
２を狭く（細く）する形状とする代わりに、活性層４２０６と重ならない配線４２０７の
の幅Ｙ１６３を狭く（細く）した形状としてもよい。この幅Ｙ１６３は、３μｍ以下とす
ることが好ましい。なお、幅Ｙ１６１、Ｙ１６２、Ｙ１６３は、共に狭くした形状として
もよいが、少なくともいずれか一つを狭く（細く）した形状とすればよい。
【０２２８】
　上述したような形状の配線４２０２、配線４２０５、または配線４２０７を有する表示
装置は、どの画素において欠陥画素が生じても、他の画素に影響を与えることなく欠陥を
容易に修正することができる。
【０２２９】
（実施の形態１７）
　本実施の形態では、欠陥画素を簡便に修復できる表示装置の画素部の別の構成について
説明する。
【０２３０】
　図４３（Ａ）に表示装置の画素部における１画素の一部に相当するレイアウトを示す。
図４３（Ａ）は、画素電極（発光素子の有する一対の電極のうちの一方の電極）と電源線
との接続関係を示す上面図であり、図４３（Ｂ）は、図４３（Ａ）においてＡ－Ａ´方向
に切断したときの断面図である。また、図４３（Ａ）に示す上面図を等価回路に表すと図
１２に相当し、図４２（Ａ）と同様に、画素電極（発光素子の有する一対の電極のうちの
一方の電極）と電源線との間に、直列に接続された２つのトランジスタを少なくとも有す
る構成を示している。
【０２３１】
　実施の形態１６で説明した図４２（Ａ）においては、１３族元素（または１５族元素）
を含有する半導体膜４２０８と重ならない領域の活性層（チャネル形成領域に相当する）
が一部エッチングされており、配線４２０２の上に重なるように画素電極４２０１が設け
られた構造である。これに対し、図４３（Ａ）は、チャネル形成領域と重ならない領域の
活性層の上を覆うように保護膜４２０９が設けられており、画素電極４２０１の上に重な
るように配線４２０２が設けられた構造であり、この点で図４２（Ａ）と相違するが、そ
れ以外の構成については同じである。すなわち、本実施の形態では、上面から見て、配線
４２０２の幅Ｙ１６１、配線４２０５の幅Ｙ１６２、または配線４２０７の幅Ｙ１６３の
少なくともいずれか一つを狭く（細く）した形状とすればよい。この幅Ｙ１６１、Ｙ１６
２、Ｙ１６３は、３μｍ以下とすることが好ましい。なお、幅Ｙ１６１、Ｙ１６２、Ｙ１
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６３は、共に狭くした形状としてもよい。
【０２３２】
　上述したような形状の配線４２０２、配線４２０５、または配線４２０７を有する表示
装置は、どの画素において欠陥画素が生じても、他の画素に影響を与えることなく欠陥を
容易に修正することができる。
【実施例１】
【０２３３】
　本実施例では、欠陥画素を簡便に修復することが可能な表示装置の構成について説明す
る。なお、実施の形態２においては、図１を用いて１画素の構成例を説明したので、本実
施例では図１とは違う構造を有する画素の構成例について説明する。
【０２３４】
　図２１に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の一例を示す。各画素には、
第１のトランジスタ２１０５、第２のトランジスタ２１０６、第３のトランジスタ２１０
７、コンデンサ２１０８、発光素子２１０９、発光素子２１０９の一方の電極２１１０が
設けられている。発光素子２１０９の一方の電極２１１０は、陽極であってもよいし、陰
極であってもよい。
【０２３５】
　第１のトランジスタ２１０５は、ゲート電極がゲート信号線２１０４（走査線）に接続
され、ソース領域またはドレイン領域の一方が第１のソース信号線２１０２（データ線）
に、他方が第３のトランジスタ２１０７のゲート電極及びコンデンサ２１０８の一方の電
極にそれぞれ接続されている。また、第２のトランジスタ２１０６は、ゲート電極が第２
のソース信号線２１０１に接続され、ソース領域またはドレイン領域の一方が発光素子２
１０９の他方の電極に、他方が第３のトランジスタ２１０７のソース領域またはドレイン
領域の一方にそれぞれ接続されている。また、第３のトランジスタ２１０７は、ソース領
域またはドレイン領域の他方が電源線２１０３に接続されている。また、コンデンサ２１
０８の他方の電極は電源線２１０３に接続されている。
【０２３６】
　コンデンサ２１０８は、第３のトランジスタ２１０７のゲート電位を保持する役目をし
ている。このため、図２１においては、第３のトランジスタ２１０７のゲート電極と電源
線２１０３との間にコンデンサ２１０８が接続されているが、この構成に限定されない。
すなわち、第３のトランジスタ２１０７のゲート電位を保持できるようにコンデンサ２１
０８は設けられていればよい。また、第３のトランジスタ２１０７のゲート容量などを用
いて第３のトランジスタ２１０７のゲート電位を保持できる場合は、コンデンサ２１０８
を設けない構成とすることもできる。
【０２３７】
　なお、実施の形態２で説明したように、第１～第３のトランジスタ２１０５～２１０７
は図２１の構成に限定されるものではない。すなわち、第１～第３のトランジスタ２１０
５～２１０７は、それぞれＮチャネル型、Ｐチャネル型のどちらでもよい、また、各トラ
ンジスタの活性層は、それぞれ非晶質でもよいし、結晶性を有していてもよい。また、各
トランジスタの活性層は、それぞれＬＤＤ構造を有していてもよいし、ＧＯＬＤ構造を有
していてもよい。また、各トランジスタの構造は、それぞれ順スタガ型、逆スタガ型のど
ちらでもよい。また、各トランジスタの構造は、それぞれトップゲート型、ボトムゲート
型のどちらでもよい。また、各トランジスタのゲート電極は、それぞれチャネル形成領域
の上下の両方にあってもよいし、チャネル形成領域の上方または下方の一方に複数のゲー
ト電極があってもよい。
【０２３８】
　図２１において本発明を実施するためには、発光素子２１０９の他方の電極（第２のト
ランジスタ２１０６のソース領域またはドレイン領域の一方に接続されている側の電極）
と電源線２１０３との間において電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線させれ
ばよい。発光素子２１０９の他方の電極と電源線２１０３との間において電流の流れる経
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路は、上述した図１２の構成と同じであるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０２３９】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２４０】
　次に、図２２に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の別の一例を示す。各
画素には、第１のトランジスタ２２０５、第２のトランジスタ２２０６、第３のトランジ
スタ２２０７、コンデンサ２２０８、発光素子２２０９、発光素子２２０９の一方の電極
２２１０が設けられている。発光素子２２０９の一方の電極２２１０は、陽極であっても
よいし、陰極であってもよい。
【０２４１】
　第１のトランジスタ２２０５は、ゲート電極が第１のゲート信号線２２０４に接続され
、ソース領域またはドレイン領域の一方が第１のソース信号線２２０１（データ線）に、
他方が第２のトランジスタ２２０６のゲート電極、第３のトランジスタ２２０７のソース
領域またはドレイン領域の一方、及びコンデンサ２２０８の一方の電極にそれぞれ接続さ
れている。また、第２のトランジスタ２２０６は、ソース領域またはドレイン領域の一方
が発光素子２２０９の他方の電極に、他方が電源線２２０２にそれぞれ接続されている。
また、第３のトランジスタ２２０７は、ゲート電極が第２のゲート信号線２２０３に接続
され、ソース領域またはドレイン領域の他方が電源線２２０２に接続されている。また、
コンデンサ２２０８の他方の電極は電源線２２０２に接続されている。
【０２４２】
　図２２において本発明を実施するためには、発光素子２２０９の他方の電極（第２のト
ランジスタ２２０６のソース領域またはドレイン領域の一方に接続されている側の電極）
と電源線２２０２との間において電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線させれ
ばよい。発光素子２２０９の他方の電極と電源線２２０２との間において電流の流れる経
路は、上述した図１１の構成と同じであるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０２４３】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２４４】
　次に、図２３に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の別の一例を示す。各
画素には、第１のスイッチ２３０３、第２のスイッチ２３０４、トランジスタ２３０５、
コンデンサ２３０６、第３のスイッチ２３０７、第４のスイッチ２３０８、第５のスイッ
チ２３０９、発光素子２３１０、発光素子２３１０の一方の電極２３１１が設けられてい
る。発光素子２３１０の一方の電極２３１１は、陽極であってもよいし、陰極であっても
よい。
【０２４５】
　トランジスタ２３０５は、ゲート電極がコンデンサ２３０６の一方の電極、第４のスイ
ッチ２３０８の一方の端子、及び第５のスイッチ２３０９の一方の端子に接続され、ソー
ス領域またはドレイン領域の一方が第１のスイッチ２３０３の一方の端子、及び第２のス
イッチ２３０４の一方の端子に、他方が第３のスイッチ２３０７の一方の端子、及び第４
のスイッチ２３０８の他方の端子に接続されている。また、第１のスイッチ２３０３の他
方の端子はソース信号線２３０１に接続され、第２のスイッチ２３０４の他方の端子は電
源線２３０２に接続されている。また、コンデンサ２３０６の他方の電極は電源線２３０
２に接続されている。また、第３のスイッチ２３０７の他方の端子は、発光素子２３１０
の他方の電極に接続されている。
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【０２４６】
　図２３において本発明を実施するためには、発光素子２３１０の他方の電極（第３のス
イッチ２３０７の他方の端子に接続されている側の電極）と電源線２３０２との間におい
て電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線させればよい。
【０２４７】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２４８】
　次に、図２４に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の別の一例を示す。各
画素には、第１のトランジスタ２４０５、第２のトランジスタ２４０６、スイッチ２４０
７、コンデンサ２４０８、第３のトランジスタ２４０９、第４のトランジスタ２４１０、
発光素子２４１１、発光素子２４１１の一方の電極２４１２が設けられている。発光素子
２４１１の一方の電極２４１２は、陽極であってもよいし、陰極であってもよい。
【０２４９】
　第１のトランジスタ２４０５は、ゲート電極が第１のゲート信号線２４０３に接続され
、ソース領域またはドレイン領域の一方が発光素子２４１１の他方の電極に、他方が第２
のトランジスタ２４０６のソース領域またはドレイン領域の一方に接続されている。また
、第２のトランジスタ２４０６は、ゲート電極がスイッチ２４０７の一方の端子、コンデ
ンサ２４０８の一方の電極、並びに第３のトランジスタ２４０９のソース領域またはドレ
イン領域の一方及びゲート電極に接続され、ソース領域またはドレイン領域の他方が電源
線２４０２に接続されている。また、コンデンサ２４０８の他方の電極は、電源線２４０
２に接続されている。また、第３のトランジスタ２４０９は、ソース領域またはドレイン
領域の他方が第４のトランジスタ２４１０のソース領域またはドレイン領域の一方に接続
されている。また、第４のトランジスタ２４１０は、ゲート電極が第２のゲート信号線２
４０４に接続され、ソース領域またはドレイン領域の他方がソース信号線２４０１に接続
されている。
【０２５０】
　図２４において本発明を実施するためには、発光素子２４１１の他方の電極と電源線２
４０２との間において電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線させればよい。発
光素子２４１１の他方の電極と電源線２４０２との間において電流の流れる経路は、上述
した図１２の構成と同じであるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０２５１】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２５２】
　次に、図２５に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の別の一例を示す。図
２５に示す構成は、図２４において設けられていたスイッチ２４０７の代わりに、第５の
トランジスタ２４１３が設けられた構成となっている。
【０２５３】
　第５のトランジスタ２４１３は、ゲート電極が当該第５のトランジスタ２４１３のソー
ス領域またはドレイン領域の一方及び第４のトランジスタ２４１０のソース領域またはド
レイン領域の一方に接続され、ソース領域またはドレイン領域の他方が第３のトランジス
タ２４０９のソース領域またはドレイン領域の一方に接続されている。
【０２５４】
　図２５において本発明を実施するためには、発光素子２４１１の他方の電極と電源線２
４０２との間において電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線させればよい。発
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光素子２４１１の他方の電極と電源線２４０２との間において電流の流れる経路は、上述
した図１２の構成と同じであるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０２５５】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２５６】
　次に、図２６に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の別の一例を示す。各
画素には、第１のトランジスタ２６０６、第１のコンデンサ２６０７、第２のコンデンサ
２６０８、第２のトランジスタ２６０９、第３のトランジスタ２６１０、第４のトランジ
スタ２６１１、第５のトランジスタ２６１２、発光素子２６１３、発光素子２６１３の一
方の電極２６１４が設けられている。発光素子２６１３の一方の電極２６１４は、陽極で
あってもよいし、陰極であってもよい。
【０２５７】
　第１のトランジスタ２６０６は、ゲート電極が第２のゲート信号線２６０４に接続され
、ソース領域またはドレイン領域の一方がソース信号線２６０１に、他方が第１のコンデ
ンサ２６０７の一方の電極、第２のコンデンサ２６０８の一方の電極、及び第２のトラン
ジスタ２６０９のソース領域またはドレイン領域の一方に接続されている。また、第１の
コンデンサ２６０７の他方の電極は電源線２６０２に接続されている。また、第２のコン
デンサ２６０８の他方の電極は、第３のトランジスタ２６１０のソース領域またはドレイ
ン領域の一方及び第４のトランジスタ２６１１のゲート電極に接続されている。また、第
２のトランジスタ２６０９は、ゲート電極が第１のゲート信号線２６０３、及び第３のト
ランジスタ２６１０のゲート電極に接続され、ソース領域またはドレイン領域の他方が電
源線２６０２、及び第４のトランジスタ２６１１のソース領域またはドレイン領域の一方
に接続されている。また、第３のトランジスタ２６１０は、ソース領域またはドレイン領
域の他方が電源線２６０２、第４のトランジスタ２６１１のソース領域またはドレイン領
域の他方、及び第５のトランジスタ２６１２のソース領域またはドレイン領域の一方に接
続されている。また、第５のトランジスタ２６１２は、ゲート電極が第３のゲート信号線
２６０５に接続され、ソース領域またはドレイン領域の他方が発光素子２６１３の他方の
電極に接続されている。
【０２５８】
　図２６において本発明を実施するためには、発光素子２６１３の他方の電極と電源線２
６０２との間において電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線させればよい。発
光素子２６１３の他方の電極と電源線２６０２との間において電流の流れる経路は、上述
した図１２の構成と同じであるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０２５９】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２６０】
　次に、図２７（Ａ）に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の別の一例を示
す。各画素には、第１のトランジスタ２７０６、第１のコンデンサ２７０７、第２のトラ
ンジスタ２７０８、第３のトランジスタ２７０９、第４のトランジスタ２７１０、発光素
子２７１１、発光素子２７１１の一方の電極２７１２が設けられている。発光素子２７１
１の一方の電極２７１２は、陽極であってもよいし、陰極であってもよい。
【０２６１】
　第１のトランジスタ２７０６は、ゲート電極が第２のゲート信号線２７０４に接続され
、ソース領域またはドレイン領域の一方がソース信号線２７０１に、他方が第１のコンデ
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ンサ２７０７の一方の電極、及び第３のトランジスタ２７０９のゲート電極に接続されて
いる。また、第１のコンデンサ２７０７の他方の電極は電源線２７０２に接続されている
。また、第２のトランジスタ２７０８は、ゲート電極が第１のゲート信号線２７０３に接
続され、ソース領域またはドレイン領域の一方がソース信号線２７０１に、他方が第３の
トランジスタ２７０９のソース領域またはドレイン領域の一方、及び第４のトランジスタ
２７１０のソース領域またはドレイン領域の一方に接続されている。また、第３のトラン
ジスタ２７０９は、ソース領域またはドレイン領域の他方が電源線２７０２に接続されて
いる。また、第４のトランジスタ２７１０は、ゲート電極が第３のゲート信号線２７０５
に接続され、ソース領域またはドレイン領域の他方が発光素子２７１１の他方の電極に接
続されている。
【０２６２】
次に、図２７（Ｂ）について説明する。図２７（Ａ）において第１のトランジスタ２７０
６のソース領域またはドレイン領域の一方がソース信号線２７０１に接続されていたのに
対し、図２７（Ｂ）では、第１のトランジスタ２７０６のソース領域またはドレイン領域
の一方が第２のトランジスタ２７０８のソース領域またはドレイン領域の他方、第３のト
ランジスタ２７０９のソース領域またはドレイン領域の一方、及び第４のトランジスタ２
７１０のソース領域またはドレイン領域の一方に接続されている点で図２７（Ｂ）は図２
７（Ａ）と相違し、これ以外の構成については同じである。
【０２６３】
　図２７（Ａ）、（Ｂ）において本発明を実施するためには、発光素子２７１１の他方の
電極と電源線２７０２との間において電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線さ
せればよい。発光素子２７１１の他方の電極と電源線２７０２との間において電流の流れ
る経路は、上述した図１２の構成と同じであるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０２６４】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２６５】
　次に、図２８に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の別の一例を示す。各
画素には、第１のトランジスタ２８０６、第１のコンデンサ２８０７、第２のコンデンサ
２８０８、第２のトランジスタ２８０９、第３のトランジスタ２８１０、第４のトランジ
スタ２８１１、発光素子２８１２、発光素子２８１２の一方の電極２８１３が設けられて
いる。発光素子２８１２の一方の電極２８１３は、陽極であってもよいし、陰極であって
もよい。
【０２６６】
　第１のトランジスタ２８０６は、ゲート電極が第１のゲート信号線２８０３に接続され
、ソース領域またはドレイン領域の一方がソース信号線２８０１に、他方が第１のコンデ
ンサ２８０７の一方の電極に接続されている。また、第１のコンデンサ２８０７の他方の
電極は、第２のコンデンサ２８０８の一方の電極、第２のトランジスタ２８０９のソース
領域またはドレイン領域の一方、及び第３のトランジスタ２８１０のゲート電極に接続さ
れている。また、第２のコンデンサ２８０８の他方の電極は、電源線２８０２に接続され
ている。また、第２のトランジスタ２８０９は、ゲート電極が第２のゲート信号線２８０
４に接続され、ソース領域またはドレイン領域の他方が第３のトランジスタ２８１０のソ
ース領域またはドレイン領域の一方、及び第４のトランジスタ２８１１のソース領域また
はドレイン領域の一方に接続されている。また、第３のトランジスタ２８１０は、ソース
領域またはドレイン領域の他方が電源線２８０２に接続されている。また、第４のトラン
ジスタ２８１１は、ゲート電極が第３のゲート信号線２８０５に接続され、ソース領域ま
たはドレイン領域の他方が発光素子２８１２の他方の電極に接続されている。
【０２６７】
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　図２８において本発明を実施するためには、発光素子２８１２の他方の電極と電源線２
８０２との間において電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線させればよい。発
光素子２８１２の他方の電極と電源線２８０２との間において電流の流れる経路は、上述
した図１２の構成と同じであるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０２６８】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２６９】
　次に、図２９に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の別の一例を示す。各
画素には、第１のスイッチ２９０３、第１のトランジスタ２９０４、第２のスイッチ２９
０５、コンデンサ２９０６、第２のトランジスタ２９０７、発光素子２９０８、発光素子
２９０８の一方の電極２９０９が設けられている。発光素子２９０８の一方の電極２９０
９は、陽極であってもよいし、陰極であってもよい。
【０２７０】
　第１のスイッチ２９０３は、一方の端子がソース信号線２９０１に接続され、他方の端
子が第１のトランジスタ２９０４のソース領域またはドレイン領域の一方、ゲート電極、
及び第２のスイッチ２９０５の一方の端子に接続されている。また、第１のトランジスタ
２９０４は、ソース領域またはドレイン領域の他方が電源線２９０２に接続されている。
また、第２のスイッチ２９０５の他方の端子は、コンデンサ２９０６の一方の電極、及び
第２のトランジスタ２９０７のゲート電極に接続されている。また、コンデンサ２９０６
の他方の電極は、電源線２９０２に接続されている。また、第２のトランジスタ２９０７
は、ソース領域またはドレイン領域の一方が電源線２９０２に接続され、他方が発光素子
２９０８の他方の電極に接続されている。
【０２７１】
　図２９において本発明を実施するためには、発光素子２９０８の他方の電極と電源線２
９０２との間において電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線させればよい。発
光素子２９０８の他方の電極と電源線２９０２との間において電流の流れる経路は、上述
した図１１の構成と同じであるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０２７２】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２７３】
　次に、図３０に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の別の一例を示す。各
画素には、第１のスイッチ３００３、第１のトランジスタ３００４、第２のスイッチ３０
０５、コンデンサ３００６、第２のトランジスタ３００７、発光素子３００８、発光素子
３００８の一方の電極３００９が設けられている。発光素子３００８の一方の電極３００
９は、陽極であってもよいし、陰極であってもよい。
【０２７４】
　第１のスイッチ３００３は、一方の端子がソース信号線３００１に接続され、他方の端
子が第１のトランジスタ３００４のソース領域またはドレイン領域の一方、及び第２のス
イッチ３００５の一方の端子に接続されている。また、第１のトランジスタ３００４は、
ゲート電極が第２のスイッチ３００５の他方の端子、コンデンサ３００６の一方の電極、
及び第２のトランジスタ３００７のゲート電極に接続され、ソース領域またはドレイン領
域の他方が電源線３００２に接続されている。また、コンデンサ３００６の他方の電極は
、電源線３００２に接続されている。また、第２のトランジスタ３００７は、ソース領域
またはドレイン領域の一方が電源線３００２に接続され、他方が発光素子３００８の他方
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の電極に接続されている。
【０２７５】
　図３０において本発明を実施するためには、発光素子３００８の他方の電極と電源線３
００２との間において電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線させればよい。発
光素子３００８の他方の電極と電源線３００２との間において電流の流れる経路は、上述
した図１１の構成と同じであるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０２７６】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２７７】
　次に、図３１に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の別の一例を示す。各
画素には、第１のトランジスタ３１０８、第１のコンデンサ３１０９、第２のコンデンサ
３１１０、第２のトランジスタ３１１１、第３のトランジスタ３１１２、第４のトランジ
スタ３１１３、第５のトランジスタ３１１４、発光素子３１１５、発光素子３１１５の一
方の電極３１１６が設けられている。発光素子３１１５の一方の電極３１１６は、陽極で
あってもよいし、陰極であってもよい。
【０２７８】
　第１のトランジスタ３１０８は、ゲート電極が第１のゲート信号線３１０３に接続され
、ソース領域またはドレイン領域の一方がソース信号線３１０１に、他方が第１のコンデ
ンサ３１０９の一方の電極、第２のコンデンサ３１１０の一方の電極、及び第２のトラン
ジスタ３１１１のソース領域またはドレイン領域の一方に接続されている。また、第１の
コンデンサ３１０９の他方の電極は電源線３１０２に接続されている。また、第２のコン
デンサ３１１０の他方の電極は、第３のトランジスタ３１１２のソース領域またはドレイ
ン領域の一方、及び第４のトランジスタ３１１３のゲート電極に接続されている。また、
第２のトランジスタ３１１１は、ゲート電極が第２のゲート信号線３１０４、ソース領域
またはドレイン領域の他方が、第４のトランジスタ３１１３のソース領域またはドレイン
領域の一方、及び第５のトランジスタ３１１４のソース領域またはドレイン領域の一方に
接続されている。また、第３のトランジスタ３１１２は、ゲート電極が第３のゲート信号
線３１０５に接続され、ソース領域またはドレイン領域の他方が初期化用の配線３１０７
に接続されている。また、第４のトランジスタ３１１３は、ソース領域またはドレイン領
域の他方が発光素子３１１５の他方の電極に接続されている。また、第５のトランジスタ
３１１４は、ゲート電極が第４のゲート信号線３１０６に接続され、ソース領域またはド
レイン領域の他方が電源線３１０２に接続されている。
【０２７９】
　図３１において本発明を実施するためには、発光素子３１１５の他方の電極と電源線３
１０２との間において電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線させればよい。発
光素子３１１５の他方の電極と電源線３１０２との間において電流の流れる経路は、上述
した図１２の構成と同じであるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０２８０】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２８１】
　次に、図３２に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の別の一例を示す。各
画素には、第１のコンデンサ３２０３、トランジスタ３２０４、第１のスイッチ３２０５
、第２のスイッチ３２０６、発光素子３２０７、発光素子３２０７の一方の電極３２０８
が設けられている。発光素子３２０７の一方の電極３２０８は、陽極であってもよいし、



(42) JP 2017-130466 A 2017.7.27

10

20

30

40

50

陰極であってもよい。
【０２８２】
　第１のコンデンサ３２０３は、一方の電極がソース信号線３２０１に接続され、他方の
電極がトランジスタ３２０４のゲート電極、及び第１のスイッチ３２０５の一方の端子に
接続されている。また、トランジスタ３２０４は、ソース領域またはドレイン領域の一方
が電源線３２０２に接続され、他方が第１のスイッチ３２０５の他方の端子及び第２のス
イッチ３２０６の一方の端子に接続されている。また、第２のスイッチ３２０６の他方の
端子は、発光素子３２０７の他方の電極に接続されている。
【０２８３】
　図３２において本発明を実施するためには、発光素子３２０７の他方の電極と電源線３
２０２との間において電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線させればよい。
【０２８４】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２８５】
　次に、図３３に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の別の一例を示す。各
画素には、第１のコンデンサ３３０３、第１のトランジスタ３３０４、第２のトランジス
タ３３０５、第１のスイッチ３３０６、第２のスイッチ３３０７、発光素子３３０８、発
光素子３３０８の一方の電極３３０９が設けられている。発光素子３３０８の一方の電極
３３０９は、陽極であってもよいし、陰極であってもよい。
【０２８６】
　第１のコンデンサ３３０３は、一方の電極がソース信号線３３０１に接続され、他方の
電極が第１のトランジスタ３３０４のゲート電極、第２のトランジスタ３３０５のゲート
電極、及び第２のスイッチ３３０７の一方の端子に接続されている。また、第１のトラン
ジスタ３３０４は、ソース領域またはドレイン領域の一方が第１のスイッチ３３０６の一
方の端子に、他方が第２のトランジスタ３３０５のソース領域またはドレイン領域の一方
、第２のスイッチ３３０７の他方の端子、及び発光素子３３０８の他方の電極に接続され
ている。また、第２のトランジスタ３３０５は、ソース領域またはドレイン領域の他方が
低電源電位に接続されている。このように第１のトランジスタ３３０４、及び第２のトラ
ンジスタ３３０５はＣＭＯＳインバータ回路を構成している。また、第１のスイッチ３３
０６の他方の端子は、電源線３３０２に接続されている。
【０２８７】
　図３３において本発明を実施するためには、発光素子３３０８の他方の電極と電源線３
３０２との間において電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線させればよい。
【０２８８】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２８９】
　次に、図３４に表示装置の画素部における１画素分の等価回路図の別の一例を示す。各
画素には、第１のトランジスタ３４０４、コンデンサ３４０５、第２のトランジスタ３４
０６、第３のトランジスタ３４０７、発光素子３４０８、発光素子３４０８の一方の電極
３４０９が設けられている。発光素子３４０８の一方の電極３４０９は、陽極であっても
よいし、陰極であってもよい。
【０２９０】
　第１のトランジスタ３４０４は、ゲート電極がゲート信号線３４０３に接続され、ソー
ス領域またはドレイン領域の一方がソース信号線３４０１に、他方がコンデンサ３４０５
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の一方の電極、第２のトランジスタ３４０６のソース領域またはドレイン領域の一方、及
び発光素子３４０８の他方の電極に接続されている。また、コンデンサ３４０５の他方の
電極は、第２のトランジスタ３４０６のゲート電極、及び第３のトランジスタ３４０７の
ソース領域またはドレイン領域の一方に接続されている。また、第２のトランジスタ３４
０６は、ソース領域またはドレイン領域の他方が電源線３４０２に接続されている。また
、第３のトランジスタ３４０７は、ゲート電極がゲート信号線３４０３に接続され、ソー
ス領域またはドレイン領域の他方が電源線３４０２に接続されている。
【０２９１】
　図３４において本発明を実施するためには、発光素子３４０８の他方の電極と電源線３
４０２との間において電流の流れる経路のうち、少なくとも一部を断線させればよい。発
光素子３４０８の他方の電極と電源線３４０２との間において電流の流れる経路は、上述
した図１１の構成と同じであるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【０２９２】
　また、本発明では、欠陥画素を簡便に修復することができるようにするため、断線させ
る領域に相当する配線の幅を狭くする構成とする。断線させる領域に相当する配線の幅を
狭くする具体的な構成例としては、実施の形態６～９で説明した方法を用いればよいので
、ここでは説明を省略する。
【０２９３】
　本実施例で説明した図面は、あくまで一例である。すなわち、トランジスタの極性や図
面の構成に限定されるものではなく、Ｎチャネル型、Ｐチャネル型のどちらでも構わない
。
【実施例２】
【０２９４】
　本発明の表示装置は様々な電子機器の表示部に用いることができる。特に薄型、軽量が
要求されるモバイル機器には本発明の表示装置を用いることが望ましい。
【０２９５】
　上記実施の形態及び上記実施例に示される表示装置を筺体に組み込んだ電子機器として
、テレビジョン装置（単にＴＶ、テレビ、又はテレビジョン受信機ともよぶ。）、カメラ
（ビデオカメラやデジタルカメラ等）、ゴーグル型ディスプレイ、ナビゲーションシステ
ム、音響再生装置（カーオーディオ、オーディオコンポ等）、コンピュータ、ゲーム機器
、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話機、携帯型のゲーム機または電子書籍
等）、記録媒体を備えた画像再生装置（具体的にはＤＶＤ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｖｅｒｓａ
ｔｉｌｅ　ｄｉｓｃ）やＨＤ　ＤＶＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　ＤＶＤ）、ブ
ルーレイディスク（Ｂｌｕ―ｒａｙ（登録商標）　Ｄｉｓｋ）等の記録媒体を再生し、そ
の画像を表示しうるディスプレイを備えた装置）、その他表示部を有する電化製品などが
挙げられる。電子機器の具体例を図８、図１０に示す。
【０２９６】
　図８（Ａ）に示す携帯情報端末は、本体９２０１、表示部９２０２等を含んでいる。表
示部９２０２は、実施形態１～９で示すものを適用することができる。本発明の一である
表示装置を用いることにより、点欠ではあるものの輝点がなく、画面全体の画質不良が低
減された、表示品位に優れた携帯情報端末を歩留まり良く安価に提供することができる。
【０２９７】
　図８（Ｂ）に示すデジタルビデオカメラは、表示部９７０１、表示部９７０２等を含ん
でいる。表示部９７０１は、実施形態１～９で示すものを適用することができる。本発明
の一である表示装置を用いることにより、点欠ではあるものの輝点がなく、画面全体の画
質不良が低減された、表示品位に優れたデジタルビデオカメラを歩留まり良く安価に提供
することができる。
【０２９８】
　図８（Ｃ）に示す携帯端末は、本体９１０１、表示部９１０２等を含んでいる。表示部
９１０２は、実施形態１～９で示すものを適用することができる。本発明の一である表示
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装置を用いることにより、点欠ではあるものの輝点がなく、画面全体の画質不良が低減さ
れた、表示品位に優れた携帯端末を歩留まり良く安価に提供することができる。
【０２９９】
　図８（Ｄ）に示す携帯型のテレビジョン装置は、本体９３０１、表示部９３０２等を含
んでいる。表示部９３０２は、実施形態１～９で示すものを適用することができる。本発
明の一である表示装置を用いることにより、点欠ではあるものの輝点がなく、画面全体の
画質不良が低減された、表示品位に優れた携帯型のテレビジョン装置を歩留まり良く安価
に提供することができる。このようなテレビジョン装置は携帯電話機などの携帯端末に搭
載する小型のものから、持ち運びをすることができる中型のもの、また、大型のもの（例
えば４０インチ以上）まで、幅広く適用することができる。
【０３００】
　図８（Ｅ）に示す携帯型のコンピュータは、本体９４０１、表示部９４０２等を含んで
いる。表示部９４０２は、実施形態１～９で示すものを適用することができる。本発明の
一である表示装置を用いることにより、点欠ではあるものの輝点がなく、画面全体の画質
不良が低減された、表示品位に優れた携帯型のコンピュータを歩留まり良く安価に提供す
ることができる。
【０３０１】
　図８（Ｆ）に示すテレビジョン装置は、本体９５０１、表示部９５０２等を含んでいる
。表示部９５０２は、実施形態１～９で示すものを適用することができる。本発明の一で
ある表示装置を用いることにより、点欠ではあるものの輝点がなく、画面全体の画質不良
が低減された、表示品位に優れたテレビジョン装置を歩留まり良く安価に提供することが
できる。
【０３０２】
　図１０に示す電子ブックは、両面表示型パネル４３０３を搭載した例である。第１の筐
体４３０５は第１の表示部４３０１を有し、第２の筐体４３０６は操作ボタン４３０４及
び第２の表示部４３０７を有し、両面表示型パネル４３０３は、第１の表示面、及び第１
の表示面の裏面に相当する第２の表示面４３０２を有し、両面表示型パネル４３０３は、
第１の筐体４３０５と第２の筐体４３０６の間に挿入されている。各表示部は、実施形態
１～９で示すものを適用することができる。
【０３０３】
　両面表示型パネル４３０３を挿入した電子ブックの使い方の例としては、第１の表示部
４３０１及び第２の表示面４３０２で文章を読み、第２の表示部４３０７及び第１の表示
面で図を参照するのは便利である。このとき、両面表示型パネル４３０３は、第１の表示
面と第２の表示面４３０２を同時に違う画面を表示することはできないため、第１の表示
面と第２の表示面４３０２を動かしたときに、第１の表示面の表示から第２の表示面の表
示に切り替わるものとする。
【０３０４】
　また、第１の表示部４３０１から第１の表示面を読んで、次のページ、両面表示型パネ
ルをめくり始めた時に、ある角度で第２の表示面及び第２の表示部４３０７は次のページ
の表示を行い、また、第２の表示面４３０２及び第２の表示部４３０７を使い終わり、両
面表示型パネルをめくり始めると、ある角度で第１の表示面及び第１の表示部４３０１が
次のページを表示する。これにより、画面の切り替わりを目に見えないようにし、視覚的
な違和感等を抑えることが可能となる。また、違和感を更に低減するために、可撓性基板
に両面射出型パネルを設けるとよい。本発明の一である表示装置を用いることにより、点
欠ではあるものの輝点がなく、画面全体の画質不良が低減された、表示品位に優れた電子
ブックを歩留まり良く安価に提供することができる。
【０３０５】
　上記に挙げた電子機器において、二次電池を用いているものは、表示装置の消費電力を
削減した分、電子機器の使用時間を長持ちさせることができ、二次電池を充電する時間を
短くすることができる。
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【０３０６】
　なお、上述した電子機器の他に、フロント型若しくはリア型のプロジェクターに用いる
ことも可能である。
【０３０７】
　以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に用いることが
可能である。
【符号の説明】
【０３０８】
１０１　発光素子
１０２　駆動用のトランジスタ
１０３　スイッチング用トランジスタ
１０４　コンデンサ
１０５　電源線
１０６　ソース信号線
１０７　ゲート信号線
１０８　発光素子の他方の電極（陰極）に接続された配線

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２】

【図３３】
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【図３４】 【図３５】

【図３６】 【図３７】
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【図３８】

【図３９】

【図４０】

【図４１】 【図４２】
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【図４３】

【手続補正書】
【提出日】平成29年5月1日(2017.5.1)
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラスチック基板の上方に、第１の配線、第２の配線、第１のトランジスタ、第２のト
ランジスタ、第３のトランジスタ、第４のトランジスタ、第５のトランジスタ、第６のト
ランジスタ、及び発光素子を有し、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第１の配線と電気的に
接続され、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第２のトランジスタの
ソースまたはドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第６のトランジスタの
ソースまたはドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第２の配線と電気的に
接続され、
　前記第６のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第３のトランジスタの
ソースまたはドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第６のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第４のトランジスタの
ソースまたはドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第６のトランジスタのゲートは、前記第４のトランジスタのソースまたはドレイン
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の他方と電気的に接続され、
　前記第６のトランジスタのゲートは、前記第５のトランジスタのソースまたはドレイン
の一方と電気的に接続され、
　前記第３のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記発光素子と電気的に接
続され、
　前記第１の配線は、データ信号を伝達することができる機能を有し、
　前記第２の配線は、前記発光素子に流れる電流を供給することができる機能を有し、
　前記第１のトランジスタ、前記第２のトランジスタ、前記第３のトランジスタ、前記第
４のトランジスタ、及び前記第５のトランジスタは、スイッチング用のトランジスタとし
ての機能を有し、
　前記第６のトランジスタは、駆動用のトランジスタとしての機能を有し、
　前記第２のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第２の配線と重なる部
分を有する第１の領域と、前記第１の領域の幅よりも細い幅を有する第２の領域と、を有
し、
　前記第２の配線は、前記第２のトランジスタのソースまたはドレインの他方と重なる部
分を有する第３の領域と、前記第３の領域の幅よりも細い幅を有する第４の領域と、を有
することを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　可撓性を有する基板の上方に、第１の配線、第２の配線、第１のトランジスタ、第２の
トランジスタ、第３のトランジスタ、第４のトランジスタ、第５のトランジスタ、第６の
トランジスタ、及び発光素子を有し、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの一方は、前記第１の配線と電気的に
接続され、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第２のトランジスタの
ソースまたはドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第１のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第６のトランジスタの
ソースまたはドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第２のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第２の配線と電気的に
接続され、
　前記第６のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第３のトランジスタの
ソースまたはドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第６のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第４のトランジスタの
ソースまたはドレインの一方と電気的に接続され、
　前記第６のトランジスタのゲートは、前記第４のトランジスタのソースまたはドレイン
の他方と電気的に接続され、
　前記第６のトランジスタのゲートは、前記第５のトランジスタのソースまたはドレイン
の一方と電気的に接続され、
　前記第３のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記発光素子と電気的に接
続され、
　前記第１の配線は、データ信号を伝達することができる機能を有し、
　前記第２の配線は、前記発光素子に流れる電流を供給することができる機能を有し、
　前記第１のトランジスタ、前記第２のトランジスタ、前記第３のトランジスタ、前記第
４のトランジスタ、及び前記第５のトランジスタは、スイッチング用のトランジスタとし
ての機能を有し、
　前記第６のトランジスタは、駆動用のトランジスタとしての機能を有し、
　前記第２のトランジスタのソースまたはドレインの他方は、前記第２の配線と重なる部
分を有する第１の領域と、前記第１の領域の幅よりも細い幅を有する第２の領域と、を有
し、
　前記第２の配線は、前記第２のトランジスタのソースまたはドレインの他方と重なる部
分を有する第３の領域と、前記第３の領域の幅よりも細い幅を有する第４の領域と、を有
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することを特徴とする表示装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、
　前記第２の領域又は前記第４の領域は、３μｍ以下の幅を有することを特徴とする表示
装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一に記載の表示装置を有する電子機器。
【請求項５】
　請求項１乃至３のいずれか一に記載の表示装置を有する携帯情報端末。
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摘要(译)

要解决的问题：为了提供由于薄的EL膜厚度而可能在阳极和阴极之间短
路的发光器件， 发生了。具有电极和电致发光层的发光元件，以及电连
接到发光元件的电极的电极 继续布线并转换有源层，包括源极，漏极和
沟道形成区域 电源线，电连接到所述晶体管的源极和漏极之一; 并且布
线包括晶体管的源极或漏极电气连接到另一个 ，并且在电极和布线电连
接的区域附近，电极和布线 该区域的宽度比电极电连接的区域窄 。
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